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はじめに

国有林野事業は、①国土の保全その他の公益的機能の維持増進、②林産物の持続的かつ計画的な

供給、③国有林野の活用による地域産業の振興又は住民福祉の向上への寄与を目標とし、森林・林

業や国有林野事業に対する国民の多様な要請と期待を踏まえつつ、国民共通の財産である国有林野

を名実ともに「国民の森林」とするよう、公益重視の管理経営を一層推進するとともに、その組織
も り

・技術力・資源を活用して林業の成長産業化の実現に向け貢献するための取組を進めていきます。

本計画は、これらを踏まえ、「国有林野の管理経営に関する法律」に基づいて、あらかじめ国民

の皆様からの意見を頂いた上で、国有林野の管理経営に関する基本的な事項、維持及び保存に関す

る事項、国民参加による森林の整備に関する事項等を明らかにした、令和４年４月１日から令和９

年３月31日までを計画期間とする計画です。

今後、この計画に基づいて国民の皆様の理解と協力を得ながら、加賀森林計画区における国有林

野の管理経営を行います。

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

当森林管理局管内の国有林野は、奥地脊梁地帯から中山間、都市近郊に広く所在しており、

その適切な管理経営を通じて、国土の保全その他の公益的機能の高度発揮に重要な役割を果た

しています。

このような中、森林に対する国民の要請は、国土の保全や水源の涵養に加え、地球温暖化の
かん

防止、生物多様性の保全、森林環境教育の推進、森林とのふれあいや国民参加の森林づくり等、
も り

公益的機能の発揮に重点を置きつつさらに多様化してきました。

こうしたことを踏まえ、国有林野事業では、公益重視の管理経営の一層の推進を旨とする方

針の下、国民の多様な要請や国際的な動向に適切に対応するため、以下を基本として国有林野

の適切な管理経営を行います。

(1) 国有林野の管理経営の基本方針

国有林野の管理経営に当たっては、管理経営基本計画に即して、かつ、国有林の地域別の

森林計画と調和して、個々の国有林野を重点的に発揮させるべき機能によって次表のとおり

類型化し、それぞれの機能類型区分ごとに公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行い

ます。

森林の取扱いについては、林木だけでなく下層植生や動物相、表土の保全等を通じて森林

生態系全般に着目して公益的機能の向上に配慮します。

また、国有林野事業の持つ組織・技術力等を活用し、民有林への指導やサポート等を行う

など我が国の林業の成長産業化への貢献に努めます。
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機 能 類 型 対象とする国有林野

災害に強い国土基盤を形成する観点から、山地災害防止及び土壌
山地災害防止タイプ 保全機能、風害、霧害等の気象災害を防止する機能の発揮を第一

とすべき国有林野

生物多様性の保全を図る観点から、原生的な森林生態系や希少な
自 然 維 持 タ イ プ 生物の生育・生息する森林など属地的な生物多様性保全機能の発

揮を第一とすべき国有林野

国民に憩いと学びの場を提供したり、豊かな自然景観や歴史的風
森林空間利用タイプ 致を構成したりする観点から、保健、レクリエーション、文化機

能の発揮を第一とすべき国有林野

騒音や粉塵等から地域の快適な生活環境を保全する観点から、快
快適環境形成タイプ

適環境形成機能の発揮を第一とすべき国有林野

良質な水の安定供給を確保する観点から、水源涵養機能を全ての
かん

水 源 涵 養 タ イ プ 国有林野において発揮が期待される基礎的な機能と位置づけ、上
かん

記のタイプに掲げるものを除く全ての国有林野

また、災害に強い国土基盤の形成や良質な水の安定的供給の確保、地球温暖化防止、生物

多様性の保全、自然再生、国民と森林とのふれあいの場の提供、森林景観の保全、花粉発生

源対策の推進、鳥獣被害対策等の観点を重視した管理経営を推進します。

ア 森林計画区の概況

本計画の対象は、加賀森林計画区に所在する国有林野33,901haであり、石川県南東部の

白山市を中心に大きな団地があり、日本海沿岸部に小面積の団地が点在しています。

森林計画区内の森林面積に占める国有林野の割合は25％ですが、国有林野面積の96％が

水源かん養保安林となっており、重要な水源涵養機能の一端を担っています。
かん

また、石川県内の民有林野面積の人工林率は41％（令和元年 石川県統計書）に対して、

本計画区内の国有林野の人工林率は７％と低い水準となっています。一方、天然林は93％

を占め、生物多様性に富み、優れた自然景観を有することから、国有林野の68％が「白山

国立公園」、「越前加賀海岸国定公園」、「獅子吼・手取県立自然公園」等の自然公園や「白

山ユネスコエコパーク」に指定・登録され、ハイキングや登山など森林を利用したレクリ

エーション・保健休養の場として広く利用されています。

さらに、国有林野内の森林生態系や希少な野生生物等を、将来にわたって保護・管理し

ていくために、「白山森林生態系保護地域」や「犀川源流生物群集保護林」等の保護林を

設定するとともに、野生動植物の多様性を保全し、豊かにすることを目的に、野生動植物

の生息・生育地の拡大と相互交流を促すため、福井、富山、岐阜県の国有林と併せて「白

山山系緑の回廊」を設定しています。

なお、本計画区の機能類型別の森林面積は次表のとおりです。

(単位：面積 ha、比率 ％)

山地災害 自然維持 森林空間 快適環境 水源涵養
かん

区 分 防 止 利 用 形 成 合 計
タ イ プ タ イ プ タ イ プ タ イ プ タ イ プ

面 積 14,579 17,073 1,774 26 448 33,901

比 率 43 50 5 0 1 100

注：四捨五入により内訳と合計が合わないことがあります。
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イ 国有林野の管理経営の現状及び評価

前計画（計画期間 平成29年４月１日～令和４年３月31日）の主な計画と実績は次のと

おりです。

(ｱ) 伐採量

間伐は、実行段階で現地を精査し、一部の箇所で実施を見送ったことにより計画を下

回る実績となりました。

(単位：材積 ㎥、面積 ha、実施率 ％)

主伐 間伐 計

計画 実行 実施率 計画 実行 実施率 計画 実行 実施率

(251) (36)
－ － － 18,376 5,124 28 18,376 5,124 28

注：１ （ ）は間伐面積です。

２ 臨時伐採量は含みません。

３ 令和３年度の見込み数量を含みます。

(ｲ) 更新量

人工造林は、未立木箇所について現地を精査して実施した結果、計画を下回る実績と

なりました。

(単位：面積 ha、実施率 ％)

人工造林 天然更新 計

計画 実行 実施率 計画 実行 実施率 計画 実行 実施率

4 1 25 － － － 4 1 25

注：１ 令和３年度の見込み数量を含みます。

２ 四捨五入により内訳と計が合わないことがあります。

(ｳ) 林道（林業専用道を含む。以下同じ。）の開設又は改良の数量

改良は、集中豪雨等による被災箇所での実施が増加したため、計画を上回る実績とな

りました。

(単位：開設 ｍ、改良 箇所、 実施率 ％)

開設 改良

計画 実行 実施率 計画 実行 実施率

－ － － 1 4 400

注：令和３年度の見込み数量を含みます。

ウ 持続可能な森林経営の実施方向

国有林野の管理経営に当たっては、開かれた「国民の森林」の実現を図り、現世代とと
も り

もに将来世代へ森林からの恵沢を伝えるため、地域住民の意見を聴き、機能類型区分や森
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林の適切な整備・保全等による持続可能な森林経営に取り組んでいくこととします。

また、持続可能な森林経営については、日本はモントリオール・プロセスに参加してお

り、この中で国全体として客観的に把握し評価するための７基準（54指標）が示されてい

ます。本計画区の国有林野について、この基準を参考に取り組んでいる施策及び森林の取

扱方針を整理すると次のとおりとなります。

(ｱ) 生物多様性の保全

地域の特性に応じた多様な森林生態系を保全していくため、針広混交林等からなる多

様な林相の森林を整備していくとともに、貴重な野生動植物が生育・生息する森林につ

いて適切に保護するほか、施業を行う場合でも適切な配慮を行います。関連する主な施

策としては、モニタリング調査等を通じた保護林の適切な保全・管理等を推進するとと

もに、原生的な天然林や里山林、渓畔林、保護樹帯等を各々の目的や現況に応じ適切な
けいはん

整備・保全を行い、森林生態系のネットワークの確保を図ります。

(ｲ) 森林生態系の生産力の維持

森林としての成長力を維持し健全な森林を整備していくため、間伐等の適切な実施と

主伐後の更新確保による健全な森林の整備とともに、公益的機能の発揮と両立した木材

の生産を行います。関連する主な施策としては、計画、実行の各段階において保全と利

用の調和を図り、林業専用道、森林作業道等の適切な組合せによる計画的な路網整備や

森林の現況に応じた適時・適切な間伐、更新等の森林整備を推進します。

(ｳ) 森林生態系の健全性と活力の維持

外部環境から受ける影響から森林の劣化を防ぐため、森林病害虫や山火事等から森林

を保全するとともに、被害を受けた森林の回復を行います。関連する主な施策としては、

松くい虫やカシノナガキクイムシ等の森林病害虫やニホンジカ等の野生鳥獣による森林

被害の状況を踏まえ、地域と連携のうえ被害防除対策等を実施するとともに被害跡地の

復旧等に取り組みます。

(ｴ) 土壌及び水資源の保全と維持

降雨に伴う侵食等から森林を守るとともに、森林が育む水源の涵養のため、山地災害
かん

により被害を受けた森林の整備、復旧や公益的機能の維持のために必要な森林の保全を

行うとともに、森林施業においても裸地化する期間の短縮や尾根筋や沢沿いでの森林の

存置を行います。関連する主な施策としては、治山事業の計画的な実施や災害時におけ

る迅速な復旧対策等に取り組みます。

(ｵ) 地球的炭素循環への森林の寄与の維持

地球温暖化防止に貢献するため、二酸化炭素の吸収源となる森林を確保するため育成

林の整備を推進するとともに、天然生林の保全を行うほか、森林整備の円滑な推進と二

酸化炭素の貯蔵庫として機能を維持するため木材利用を推進します。関連する主な施策

としては、主伐及びその後の再造林により、森林の若返りを図るとともに間伐等の森林

整備を推進し、森林土木事業等における間伐材等の利用促進に取り組みます。
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(ｶ) 社会の要望を満たす長期的・多面的な社会・経済的便益の維持及び増進

国民の森林に対する期待に応えるため、森林が有する多面的機能の効果的な発揮とと

もに、森林浴・森林ボランティア及び森林環境教育等、森林と人とのふれあいの確保の

ためのフィールドの提供等や森林施業に関する技術開発等に取り組みます。関連する主

な施策としては、「レクリエーションの森」の活用や「遊々の森」、「ふれあいの森」等

の設定等による国民参加の森林づくりに取り組みます。
も り

(ｷ) 森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的枠組

(ｱ)～(ｶ)に記述した内容を着実に実行し「国民の森林」として開かれた管理経営を行
も り

うため、国有林野に関連する法制度に基づく各計画制度の適切な運用はもとより、管理

経営の実施に当たっては国民の意見を聴きながら進めるとともに、モニタリング等を通

じて森林資源の状況を把握します。関連する主な施策としては、国有林モニターやホー

ムページ等を活用し、国有林野事業等に対する意見、要望等の把握に努めるとともに、

国有林野事業の管理経営について国民の理解の促進を図ります。

エ 政策課題への対応

民有林関係者等と連携して推進する森林の流域管理システムの下、国土の保全や水源涵
かん

養等の公益的機能の維持増進、林業の成長産業化、森林環境教育や森林とのふれあい、国

民参加の森林づくりの推進、地球温暖化防止や生物多様性の保全などの政策課題に対応し
も り

ていきます。

とりわけ、本計画区においては、災害からの流域の保全や地球温暖化防止、貴重な森林

の保全、木材の安定的な供給等地域から求められる国有林野事業への期待に応えていくた

め、次のとおり計画区内での主な個別政策課題へ対応していくことを目標とします。

視 点 主 な 取 組 目 標

安全・安心 【人家等近郊】
人家等保全対象に接近する山地災害の危険がある箇所について、治山

施設の設置等の事業を実施します。

【水源涵養機能の維持】
かん

水源涵養機能の維持を図るため、水源涵養タイプを対象に森林整備を
かん かん

実施します。

共 生 【ふれあい】
学校等と連携した森林環境教育を実施します。

【貴重な森林の保全・整備】
保護林において継続的なモニタリングを行い保全措置を実施します。

循 環 【木材の供給】
循環型社会の構築のためカーボンニュートラルな資源である木材を計

画的に供給します。
【森林資源の適切な整備】
森林整備を計画的に実施するとともに、低コストで効率的な森林整備

を行うための路網の整備を実施します。

地球温暖化防止 育成林を対象に間伐等の森林整備を計画的に実施します。
また、人工林の高齢級化に伴う二酸化炭素の吸収量の低下や資源の成

熟に伴い、主伐・再造林による若返りを実施します。
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(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項

公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行うため機能類型区分を行い、次のとおり各

機能の発揮を目的とした管理経営を行います。

また、各機能の発揮を図るために導入する林相の維持・改良等に必要な施業の結果生じる

木材の有効利用に努めるとともに、機能発揮に支障を及ぼさない範囲での齢級構成の平準化

や建築、土木、製紙、バイオマス利用等の多様な地域ニーズへの対応を図るため、必要な伐

採を計画的に行い、木材を供給します。

さらに、国民の安全と安心を確保するため、近年、頻発する集中豪雨や地震等による大規

模災害の発生のおそれが高まっていることを踏まえ、事前防災・減災の考え方に立ち、山地

災害による被害の防止・軽減に努めます。

ア 山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項

山地災害防止タイプにおいては、災害に強い国土基盤の形成に必要な森林の健全性の維

持増進を図るため、樹根や表土の保全、下層植生の発達が期待される複層林の造成、伐期

の長期化、針広混交林への誘導の推進を図るほか、適切な造林、保育、間伐を計画的に実

施するとともに、治山施設の計画的な配置に努めます。

山地災害防止タイプについては、土砂流出・崩壊防備エリアと気象害防備エリアの２つ

に区分して取り扱います。

(ｱ) 土砂流出・崩壊防備エリア

山地災害のおそれのある森林等を対象として、山地災害防止機能及び土壌保全機能を

発揮させるため、根系が深くかつ広く発達し、常に落葉層を保持し、適度の陽光が林内

に入ることによって下層植生が発達した森林であって、必要に応じて土砂流出、崩壊を

防備する治山施設が整備されている森林に誘導することを目標とします。

森林の整備に当たっては、保全対象と当該森林の位置関係、地質や地形等の地況、森

林現況等を踏まえ、適切な間伐等を推進し、健全な林分の育成に努めます。

なお、具体的な施業は、別紙「管理経営の指針」に基づいて行います。

(ｲ) 気象害防備エリア

風害、霧害等の気象災害を防止する効果の高い森林を対象として、気象災害による居住

・産業活動に係る環境の悪化を防止するため、複数の樹冠層を有する森林、あるいは樹

冠が単層であっても樹高が高く下枝が密に着生しているなど遮蔽能力が高い森林であっ
しゃへい

て、諸被害に対する抵抗性の高い樹種によって構成される森林へ誘導することを目標と

します。

森林の整備に当たっては、保全対象と当該森林の位置関係、森林現況等を踏まえ、適

切な間伐等を推進し、健全な林分の育成に努めます。

なお、具体的な施業は、別紙「管理経営の指針」に基づいて行います。
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イ 自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項

学術的に貴重な森林、あるいは地域を代表する自然環境を形成する国有林野を対象とし

て、原則として自然の推移に委ねることとして、野生動植物の生育・生息環境の保全等に

配慮した管理経営を行います。

特に、希少な野生生物の生育・生息に必要な森林は、引き続き保護林として設定しモニ

タリングを行いながら状況を確認しつつ、貴重な植生の維持に努めます。

また、現状の登山道については、周辺の植生に影響を及ぼさないために、関係者等と連

携しながら利用者に対し適正利用に向けた指導等を行います。

なお、具体的な施業は、別紙「管理経営の指針」に基づいて行います。

ウ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項

景観の維持が重要な森林や都市近郊林等、国民の保健・文化・教育的利用の場として期

待の大きい国有林野を対象として、多様な樹種で構成され、周辺の景観等と一体となった

自然美を有する森林や必要に応じて保健・文化・教育活動に適した施設が整備されている

森林に誘導することを目標とし、それぞれの国有林野の現況や利用の形態に応じた管理経

営に努めます。

具体的には、育成複層林へ導くための施業の積極的な導入により針広混交林の造成を図

るなど、景観の向上や野外レクリエーションに考慮した適切な森林の整備を行うとともに、

必要に応じて遊歩道等の公衆の保健の用に供する施設を整備します。

また、国民の保健・文化・教育的利用に供するための施設又は森林の整備を積極的に行

うことが適当と認められる国有林野をレクリエーションの森として選定し、広く国民の利

用に提供します。

なお、具体的な施業は、別紙「管理経営の指針」に基づいて行います。

エ 快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事項

日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音、粉塵等の影響を緩和する森林を

対象として、それぞれの立地に適した多様な樹種で構成され、十分な本数密度を有し、汚

染物質の吸着能力が高く、かつ、抵抗力があり、葉量の多い樹種によって構成される森林

に誘導することを目標とします。

森林の整備に当たっては、保全対象と当該林分の位置関係、森林の現況等を踏まえた施

業管理を行います。

なお、具体的な施業は、別紙「管理経営の指針」に基づいて行います。

オ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項
かん かん

水源涵養機能の維持向上が重要な国有林野を対象として、洪水緩和、水質保全等水源涵
かん かん

養機能を発揮させるため、団粒構造がよく発達した粗孔隙に富む土壌を有し、深根性・浅

根性等の様々な樹種・樹齢の樹木がバランスよく配置された下層植生の豊かな森林であ

り、林木の成長が旺盛な高蓄積の森林を目標とします。
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森林の整備に当たっては、浸透・保水能力の高い森林土壌の維持、根系や下層植生の発

達を促すための適切な間伐、人工林における複層林や針広混交林への誘導等を目的とした

育成複層林へ導くための施業及び長伐期施業の推進を図り、健全な林分の育成に努めます。

具体的な施業は、別紙「管理経営の指針」に基づいて行います。

なお、機能類型と国有林の地域別の森林計画における公益的機能別施業森林の関係につい

ては、次表のとおりです。

機能類型 公益的機能別施業森林

山地災害防止タイプ
・山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林

・水源涵養機能維持増進森林
かん

自 然 維 持 タ イ プ
・保健文化機能維持増進森林

・水源涵養機能維持増進森林
かん

森林空間利用タイプ
・保健文化機能維持増進森林

・水源涵養機能維持増進森林
かん

快適環境形成タイプ
・快適環境形成機能維持増進森林

・水源涵養機能維持増進森林
かん

水 源 涵 養 タ イ プ ・水源涵養機能維持増進森林
かん かん

(3) 森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

森林の整備等を着実かつ適切に進めていくためには、流域（森林計画区）を単位として、

民有林関係者等と連携して推進する森林の流域管理システムの下で、流域の課題やニーズの

的確な把握、森林計画等の策定のための意見調整、林業事業体の育成等を推進することが重

要です。

このため、森林計画の策定及び同計画に基づく各種事業の実施に当たっては、流域森林・

林業活性化協議会等の場を通じ、府県、市町村等との密接な連携を図りながら、我が国の林業の

成長産業化に貢献していくため、民有林に係る施策との一体的な推進を図りつつ、組織・技

術力・資源を活用し、民有林の経営に対する支援等に積極的に取り組みます。

具体的には、流域内で優先的に取り組むべき課題を整理し、府県、市町村、地域住民等の

要望を踏まえ、以下の取組について国有林野事業が率先して行う取組内容等を年度毎に整理

のうえ取り組むこととします。

また、民有林における森林経営管理制度が円滑に機能するよう努めます。

ア 低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及

府県、市町村、林業事業体等と連携し、地域ごとの傾斜等の地形条件や資源の状況の違

いに対応した機械の組合せと生産性を検証し、効率性の高い作業システムの構築を図ると

ともに、高性能林業機械研修会等を開催し、民有林における普及・定着に努めます。

また、工程管理の方法や改善等生産性向上に効果的な手法の普及・定着に取り組みます。
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イ 林業事業体の育成

林業事業体の施業提案や集約化の能力向上、技術者の育成を支援するため、民有林関係

者及び関係機関と連携して、森林共同施業団地の設定等による事業量の確保、各府県にお

ける評価の仕組みの活用、市町村単位での将来事業量の対外的明示、総合評価落札方式や

事業成績評定制度の活用を図るとともに、民有林における人材育成対策へのフィールドの

提供や林業事業体の実施する研修等への講師派遣等の技術的支援、労働安全対策に配慮し

た事業実行の指導などに取り組みます。

併せて、森林経営管理制度の定着に向けては、民有林において事業を実施する意欲と能

力のある林業経営者の育成が重要であることから、国有林野事業に係る事業を委託する場

合にはこうした林業経営者の受注機会の拡大に配慮します。また、国有林の多様な立地を

活かし、事業の実施やニーズを踏まえた現地検討会の開催、先駆的な技術の実証等を通じ

た林業経営者の育成に取り組みます。

ウ 民有林と連携した施業の推進

地域における施業集約化の取組を支援するため、民有林と連携することで事業の効率化

や森林経営管理制度の導入に資する区域については、森林整備協定を締結するとともに森

林共同施業団地を設定し、民有林と連結した路網の整備と相互利用の推進、民有林と協調

を図りつつ計画的な間伐等や現地検討会等を通じた民有林への森林・林業技術の普及に取

り組みます。

また、森林共同施業団地等においては、国産材の安定供給体制構築に資するよう路網や

土場の共同利用や民有林材との協調出荷等に取り組みます。

特に民有林との連携が期待できる地域では、国有林に隣接する民有林への接続も考慮し

た路網の線形及びアクセスポイントの検討を行います。

エ 森林・林業技術者等の育成

市町村行政の支援等のため、森林総合監理士（フォレスター）等を系統的に育成してき

たところであり、引き続き、必要な技術者の育成に取り組みます。併せて、森林経営管理

制度が導入されたことを踏まえ、公的管理を行う森林の取扱い手法の普及など、引き続き、

府県と連携して市町村の森林・林業行政等に対する技術支援に取り組みます。

また、事業の発注や国有林野の多種多様なフィールドの提供等を通じて民有林の人材育

成を支援するほか、大学や林業大学校等関係機関と連携した取組に努めます。

オ 林業の低コスト化等に向けた技術開発

民有林における公的管理や林業経営への普及を念頭に置き、早生樹等の成長に優れた苗

木の活用等による低コスト造林技術やＩＣＴ（情報通信技術）等の先端技術を活用した効

率的な森林管理・木材生産手法の開発・実証、林業の低コスト化に向けた情報交換会や現

地検討会の開催、情報発信等に関係機関と連携して取り組みます。
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カ その他

その他の流域管理システムの下での林業の成長産業化への貢献として、

① 計画的な木材供給の推進として、システム販売等の実施による木材の安定供給体制

の整備、伐採予定箇所等木材の需給に関する情報の提供、間伐材等の木質バイオマス

資源への需要拡大に資する取組等、

② 安全・安心への取組として、民有林と国有林が連携した森林保全事業（治山工事、

保安林整備等）、地域住民への防災情報等の発信、治山技術の普及・啓発、治山連絡

会議等の開催、ハザードマップの調整等、

③ 生物多様性保全に配慮した取組として、モニタリング調査や検討会、針広混交林化

等の森林整備、ニホンジカ等に対する鳥獣被害対策の実施等、

④ 上下流の連携強化のための下流域の住民等に対する情報提供や林業体験活動等とし

て、教育機関、地元ボランティア、森林インストラクター等と連携した森林環境教育、

ＮＰＯ、ボランティア団体等の自主的な森林整備へのフィールドの提供や技術支援等

に取り組みます。

(4) 主要事業の実施に関する事項

ア 基本的な考え方

森林の整備に当たっては、機能類型区分毎に目標とする森林への誘導に必要な森林施業

を的確に実施します。

主伐及び更新については、伐採適期を迎えた高齢級のスギ、ヒノキ人工林が年々増加す

る中、主伐の実施に際しては、自然条件や社会的条件を考慮して実施箇所を選定するとと

もに、造林コストや花粉の少ない森林への転換、鳥獣被害等に配慮しつつ、主伐後の着実

な再造林を推進します。なお、伐採と造林の一貫作業システムの導入に努めます。

また、近年、ニホンジカ等による造林木への被害が拡大していることから、必要に応じ

て、防護柵の設置などの被害対策を的確に実施します。

間伐や保育については、健全な森林の育成による二酸化炭素の吸収目標の達成及び多様

な森林への誘導を図るため、森林施業の効率化・低コスト化を推進するための技術の普及

及び定着に留意しながら、適切に実施します。

林道等の路網については、林産物の搬出、森林の育成のみではなく、適切な保全管理等

を効率的に行うため、森林の公益的機能が高度に発揮されるよう施業方法に応じて、自然・

社会的条件を考慮しつつ、計画的に整備します。

イ 主要事業の総量

本計画期間において、機能類型区分に応じた施業管理を行うために必要な伐採、更新、

保育、林道の事業総量は以下のとおりです。
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(ｱ) 伐採総量

(単位：材積 ㎥、面積 ha)

区 分 主 伐 間 伐 計

(72)
山地災害防止タイプ

800 7,408 8,208

自 然 維 持 タ イ プ
－ － －

(33)
森林空間利用タイプ

－ 693 693

快適環境形成タイプ
－ － －

(50)
水 源 涵 養 タ イ プ

－ 5,086 5,086

かん

(155) 〔8,000〕
計

800 13,187 13,987

注：１ （ ）は間伐面積です。

２ 〔 〕は外書で、搬出等に伴う支障木、松くい虫の被害木等の伐採箇所があらかじめ特定

できない臨時的な伐採量です。

３ 保護林周辺林分については皆伐を行いません。

４ 四捨五入により内訳と計が合わないことがあります。

(ｲ) 更新総量

(単位：ha)

区 分 人工造林 天然更新 計

山地災害防止タイプ － 20 20

自 然 維 持 タ イ プ － － －

森林空間利用タイプ 1 － 1

快適環境形成タイプ － － －

水 源 涵 養 タ イ プ － － －
かん

計 1 20 21

注：四捨五入により内訳と計が合わないことがあります。
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(ｳ) 保育総量

(単位：ha)

区 分 下 刈 除 伐 枝 打

山地災害防止タイプ － － －

自 然 維 持 タ イ プ － － －

森林空間利用タイプ 3 10 －

快適環境形成タイプ － － －

水 源 涵 養 タ イ プ － － －
かん

計 3 10 －

注：四捨五入により内訳と計が合わないことがあります。

(ｴ) 林道の開設及び改良の総量

(単位：ｍ)

開 設 改 良

区 分

路線数 延長 箇所数 延長

山地災害防止タイプ － － － －

自 然 維 持 タ イ プ － － 1 20

森林空間利用タイプ － － － －

快適環境形成タイプ － － － －

水 源 涵 養 タ イ プ － － － －
かん

計 － － 1 20

ウ 事業実行上の留意事項

主要事業の実施に当たっては、労働災害が無く健康で明るく働けるよう、労働安全衛生

の確保に努めます。

また、計画的な事業の発注、林業技術の普及、他産業と均衡のとれた労働条件の維持向

上等に配慮し、林業事業体の育成・強化を図ります。

なお、事業実行に当たっては、効率的な事業実施に努めるとともに、国土保全、自然環

境や景観の保全等公益的機能の維持に十分配慮します。
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(5) その他必要な事項

治山事業は、「森林整備保全事業計画」に基づき、民有林治山事業との有機的連携の下

に、自然環境の保全に配慮した計画的な実施に努めます。特に、平成29年７月に発生した

九州北部豪雨を受けた総合的な流木対策や、平成30年７月豪雨等近年の大規模災害の発生

を踏まえた治山事業を推進します。

また、大規模な山地災害発生時には、専門技術を有した職員の現地への派遣に加え、国

有林防災ボランティアの協力も得つつ、民有林への支援も含めた迅速な災害対策、二次災

害防止対策を講じます。

本計画では、災害に強い安全な国土づくりとして、水源涵養機能の高度発揮、安全で良
かん

好な生活環境の保全・形成に対処するため、保安施設及び保安林の整備を計画します。

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項

(1) 巡視に関する事項

山火事、森林病虫害、鳥獣被害、廃棄物の不法投棄等の森林被害の防止、保安林の適切な

管理等森林の保全管理のため、森林の巡視、標識の設置、適切な防除対策の実施等に努める

とともに、境界の保全等による国有財産としての管理を適切に実施します。

特に自然環境の保全に留意が必要な箇所については、啓発のための標識を設置する等によ

りその周知に努めます。

また、森林の保全管理に当たっては、地元住民、地方自治体、ボランティア等との協力・

連携を図るとともに、入林者への山火事や不法投棄の防止意識の啓発等に努めます。

ア 山火事防止等の森林保全巡視

本計画区には、「白山国立公園」等の自然公園や自然景観に優れ森林浴や自然観察など

に適した森林があり、観光及びレクリエーションのための入林者が多く見られます。特に、

春季と秋季の乾燥期には利用者の増加と相まって山火事発生の危険性が増大します。また、

近年廃棄物の不法投棄が増加しています。

このため、地元市町村、消防団及び地元住民等との連携を密にして、山火事防止、廃棄

物の不法投棄防止の宣伝・啓発活動を行い、国民共通の財産であるとともに地域の人達の

生活空間としての役割を持つ国有林野の森林保全巡視を強化し、山火事防止・廃棄物の不

法投棄防止・貴重な動植物の保護等森林の保全管理に努めます。

イ 境界の保全管理

国有林野を管理経営していく上で重要な境界標識類の巡検及び境界の巡視等を行い、境

界標識類及び境界線が不明とならないように努めるとともに、必要に応じ境界見出標等を

設置するなど境界の適切な保全を図ります。
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ウ 入林者マナーの普及・啓発

近年、登山、トレッキングや森林との積極的なふれあいを志向して多くの入林者が見ら

れます。これに伴い、ゴミの投げ捨てや踏み荒らし等が大きな問題となっており、地元自

治体、観光協会、登山愛好者等のボランティアグループとの連携を図りつつ、森林に入る

場合のマナーの普及・啓発に努め、ゴミの持ち帰りを通じて、自然を守ろうとする意識の

醸成を図ります。

(2) 森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止に関する事項

松くい虫やカシノナガキクイムシ等の森林病害虫による森林被害については、周辺民有林

関係者と連携を密にして、被害の未然防止、早期発見及び早期防除に努めます。

なお、実施に当たっては、自然環境の保全に十分留意するとともに地元自治体、地元住民

等との連携を図り、関係者が一体となった被害のまん延防止対策の実施に努めます。

(3) 特に保護を図るべき森林に関する事項

ア 保護林

我が国の気候帯または森林帯を代表する原生的な天然林や地域固有の生物群集を有する

森林、希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を保護林として設定し、森林生態系から

なる自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保護、森林施業・管理技術の発展、学

術の研究等に資することを目的として保護・管理を行います。

本計画区には、「森林生態系保護地域」、「生物群集保護林」、「希少個体群保護林」を設

定しており、モニタリング調査を通じた適切な保護管理に努めるとともに、大学や研究

機関へ学術研究のフィールドとして提供するなど、積極的な情報提供に努めます。

立ち入りが可能な区域においては、学習の場等として多くの国民が利用できるよう歩

道の整備に努めるほか森林生態系に関する知識の普及啓発に努めます。

入林者の影響等が生じるおそれのある箇所については、地域の関係者等と利用ルール

の確立等について協議し適切に対処します。

また、その内容等について地域外の者にも広く理解されるようホームページの活用・

工夫を図ります。

イ 緑の回廊

個々の保護林等を連結して、野生動植物の生育・生息地の拡大と相互交流を可能とし、

より効果的に森林生態系の保護・保全を図ります。

本計画区には、越前、庄川、宮・庄川森林計画区と嵐谷、釈迦ヶ岳、千丈ケ峰、蛇谷、

大汝、犀川国有林の保護林を連結する「白山山系緑の回廊」を設定しています。

なお、具体的な整備等については、別添「白山山系緑の回廊設定方針」に基づいて行い

ます。

また、継続的なモニタリングを行い、必要に応じて設定方針の見直しを行います。
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ウ 生物多様性の確保に配慮した森林の保全

国民の森林に対する期待については、国土保全、水源涵養、林産物の供給などの各機能
かん

はもとより、近年においては、生物の多様性に関する条約などを踏まえて、重要な生態系

としての森林という認識が高まりつつあります。これらの状況も踏まえ、国有林野の身近

な池沼、沢敷、湧水地、草生地、懸崖地などを取り巻く森林においても、多様な生物の生

息が可能となる区域と位置づけ、その保全に努めます。

(4) その他必要な事項

ア 巨樹・巨木の保護

次世代への財産として健全な形で残していくべき巨樹・巨木について、国民による自主

的な保全活動の推進を含め、表示板の設置、周辺森林環境の整備等の保護活動に努めます。

なお、本計画区には、国有林の代表的な巨樹・巨木として「森の巨人たち百選」に選定

されたコモチカツラ（山伏山国有林）があり、地元市町村等との連携の下、適切な保護管

理に努めます。

イ ニホンジカ等の被害対策

国有林の地域別の森林計画に定める鳥獣害防止森林区域については、防護柵の設置若

しくは維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地調査等による森林のモ

ニタリングの実施等の植栽木の保護措置又はわな捕獲（囲いわな、くくりわな、箱わな

等によるものをいう。）、安全体制が確保された場合の銃による捕獲等による鳥獣害防止

対策を推進します。

また、関係機関と連携して効率的・効果的な捕獲技術等のシカ被害対策の普及に取り

組みます。

なお、石川県が策定した「石川県ニホンジカ管理計画」に基づき実施される個体数調

整等に協力するとともに、ツキノワグマによる剝皮被害については、「石川県ツキノワグ

マ管理計画」に基づく取り組みに協力し、これらの被害対策に当たっては、県、市町村

及び鳥獣被害対策協議会等と連携を図って取り組みます。

ウ 希少猛禽類等について

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成４年法律第75号）にお

いて指定されている森林性猛禽類の生息には、生息・営巣環境及び餌動物の生息環境が大

きく影響します。このため、猛禽類の生息地等の具体的な情報を収集するなどにより、生

息地の把握に努めるとともに、学識経験者等との情報交換等を行っていく中で、森林性猛

禽類との共存を目指した森林づくりを検討します。
も り
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エ 渓畔周辺の取扱い
けいはん

渓畔周辺については、野生生物の生育・生息場所や移動経路の提供、種子などの供給源
けいはん

等として、生物多様性の保全上重要な役割を担っているため、本来成立すべき植生による

上流から下流までの連続性を確保することにより、よりきめ細やかな森林生態系ネットワ

ークの形成に努めます。

オ その他

地域住民、ボランティア、ＮＰＯ等や環境行政との緊密な連携を図りながら、生物多様

性保全の視点も踏まえつつ、希少種の保護や移入種の侵入防止等に努めます。

３ 林産物の供給に関する事項

(1) 木材の安定的な取引関係の確立に関する事項

ア 木材の供給

木材の供給に当たっては、列状間伐、路網、高性能林業機械の３つを組み合わせた低コ

ストで効率的な間伐を推進し、多様で健全な森林整備を通じて生産される木材の計画的な

供給に努めます。

また、間伐の生産性向上を図るとともに、地域の川上・川中・川下の関係者との連携を

強化し、需要者のニーズに対応した国産材の安定供給体制の整備を推進します。

さらに、人工林資源の成熟に伴い主伐を推進することにより、木材供給量が増加するこ

とを踏まえ、国産材の利用が低位な分野での需要開拓やニーズに応じた安定供給体制の構

築等に貢献するものとなるよう効果的な供給に努めるとともに、伐採・搬出方法について

も、路網、架線、高性能林業機械の組合せにより、林地保全に十分配慮した伐採搬出に努

めます。

イ 木材の販売

木材の販売に当たっては、事業の発注見通しを公表しつつ、民有林関係者、建築関係者、

消費者ニーズの的確な把握に努め、需要動向を見極めつつ対応します。

また、「国有林材の安定供給システム販売」により、間伐材の需要、販路の拡大を図る

とともに、木材の生産・加工の担い手の育成整備、民有林・国有林一体となったロットの

拡大等に取り組み、地域の木材産業の振興を図ります。

さらにこれらの実績を活かし、民有林材を需要先へ直送する取組の普及・拡大や地域の

需給状況を踏まえた、より広域での原木供給など国産材の流通合理化を図る取組の支援に

努めます。

このほか、国有林野事業の特性を活かし、価格急変時の供給調整機能を発揮するため、

地域や関係者の意見の迅速かつ的確な把握、必要に応じた供給時期の調整等の取組を推進

します。
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(2) その他必要な事項

ア 木材の利用促進

(ｱ) 森林・林業関係者等との連携の下に、国産材のＰＲ活動等を通じて公共建築物等の木

造化、内装材木質化の推進、間伐材の森林土木事業への活用及びこれまで利用されてこ

なかった小径木の木質バイオマス利用等、木材利用の推進に取り組みます。

また、地球温暖化防止に資する木材の建築資材等としての長期間の利用や、一度利用

した木材の再利用、他の資源の代替利用等の促進を図ります。

(ｲ) ｢脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する

法律」（平成22年法律第36号、令和３年10月改正）により策定された「新農林水産省木

材利用推進計画」（平成22年12月策定、令和３年４月改定）等に基づき、庁舎等の公共

建築物において率先して木材利用に努めるとともに、治山事業等の森林土木工事に当た

っては、間伐材等を積極的に利用するなど、自ら木材の利用促進に取り組みます。

(ｳ) 地方公共団体等関係機関との間で間伐材等木材需給についての情報交換を進めるなど

林業・木材産業関係者と連携し多様な分野への木材利用が行われるよう供給体制を整備

するとともに、地域住民に対する木材利用の必要性についての積極的な啓発に努めます。

イ 資源循環型社会への対応

民有林行政、他省庁の地方機関、地元自治体やバイオマス利活用推進団体と連携しつつ、

間伐材や除伐木等を含めた森林バイオマス資源を有効活用するための検討を行います。

４ 国有林野の活用に関する事項

(1) 国有林野の活用の推進方針

ア 国有林野の活用の適切な推進

国有林野の活用に当たっては、その所在する地域の社会的・経済的状況、住民の意向等

を考慮しつつ、

① 地域における産業の振興、

② 住民の福祉の向上、

③ 都市と農山漁村の交流の促進

による地域社会の活性化に資するよう取り組みます。

イ 公衆の保健のための活用の推進

公益重視の管理経営の一層の推進を旨とする方針の下で、自然景観が優れ、森林浴や

自然観察、野外スポーツ等への利用が期待される「森林空間利用タイプ」の森林のうち、

国民の保健・文化・教育的利用に積極的に供することが適当と認められる国有林野を「レ

クリエーションの森」として、広く国民に開かれた利用に供します。
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「レクリエーションの森」のうち、加賀海岸自然休養林、蛇谷風景林、安宅林風景林は、

特に魅力的な自然景観を有する等、観光資源としての活用の推進が期待される森林として

「日本美しの森お薦め国有林」に選定されており、管理運営協議会を中心に地域の関係
につぽんうつく

者と協働・連携を図りつつ、森林景観を活かした地域の観光資源の創出に寄与するよう、

外国人旅行者を含む観光客へ向けた情報発信や環境整備に取り組みます。

また、「レクリエーションの森」の管理経営に当たっては、民間活力を活かした施設整

備等の推進及び地元自治体を核とした管理運営協議会の活用等やボランティア、ＮＰＯ、

企業等による資金や人的な支援を誘導するサポーター制度による整備・管理を支える仕組

みの充実等に努めます。

なお、利用の動向及び見通しや地域関係者の意向・協力体制等から今後の利用が期待で

きない箇所については、廃止を含む見直しを行います。

(2) 国有林野の活用の具体的手法

公益的機能の発揮等との調整を図りつつ、地元自治体との情報交換を十分に行い、地元産

業の振興等に寄与するために必要な道路等の公共用事業用地として、貸付又は売払等により

国有林野の活用に努めます。

(3) その他必要な事項

国有林野の活用に当たっては、豊かな自然環境を守り、森林の持つ公益的機能との調和を

図り、併せて当該地域の市町村等が進める地域づくり構想や土地利用に関する計画等との必

要な調整を行ったうえで取組を推進します。

５ 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行

うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項

(1) 公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な方針

国有林野に隣接・介在する民有林野の中には、小規模で孤立分散し立地条件が不利である

こと等から森林所有者等による施業が十分に行われず、その位置関係等により、当該民有林

野における土砂の流出等の発生が国有林野の発揮している国土保全等の公益的機能の発揮に

悪影響を及ぼす場合等があります。

このような場合、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なも

のとして、公益的機能維持増進協定制度を活用し、森林施業の集約化を図るための林道や森

林作業道の開設と、これらの路網を活用した間伐等の施業を民有林野と一体的に実施する取

組を推進することとし、このことを通じて民有林野の有する公益的機能の維持増進にも寄与

することとします。
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(2) 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保

全に関する事項

公益的機能維持増進協定の締結に当たっては、民有林野の森林所有者等へも原則として相

応の費用負担を求めるなど、合理的な役割分担の下での国有林野と一体的な森林の整備及び

保全の実施に向けた条件整備を進めることとします。

６ 国民の参加による森林の整備に関する事項

「国民参加の森林づくり」を推進するため、ＮＰＯ等が行う自主的な森林整備等へのフィー
も り

ルドの提供や必要な技術指導を行うなど、国有林野の積極的な利用を推進します。

(1) 国民参加の森林に関する事項
も り

ボランティア、ＮＰＯ、企業等による自主的な森林づくり活動を支援するため、協定を締

結して森林づくりのフィールドを提供する「ふれあいの森」の設定に努めます。

(単位：ha)

協定の種類 名 称 面積 位置 (国有林・林小班)

ふれあいの森 住吉の森 19 安宅林 69い～は2

(2) 分収林に関する事項

森林資源の確保に対する国民的な要請が高まっている中で、社会貢献活動としての森林づ
も り

くりに自ら参加・協力したいという国民や企業等の要請に応えるため、分収林制度を活用し

た住民等による水源林の造成や企業等による社会・環境貢献活動としての「法人の森林」等
も り

の設定を行い森林整備を推進します。

(3) その他必要な事項

ア 森林環境教育の推進

国有林野の豊かな森林環境を子どもたちに提供するため、学校、自治体、ＮＰＯ、森林

インストラクター、民有林関係者等多様な主体と連携しつつ、都市や農山漁村などの立地

や地域の要請に応じた森林環境教育に取り組みます。

具体的には、学校等による植林・育林等の体験活動や森林教室等の学習活動を支援するた

め、協定を締結して森林環境教育のフィールドを提供する「遊々の森」の設定に努めます。

(単位：ha)

協定の種類 名 称 面積 位置 (国有林・林小班)

遊 々 の 森 安宅勧進帳の森 19 安宅林 69い～は2
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イ 森林の整備・保全等への国民参加

地方公共団体、教育機関、企業等からの要請やニーズに対応するため、森林とのふれあ

いや国民参加の森林づくりを推進します。
も り

具体的には、伝統文化等の継承に貢献する森林づくり活動、企業による社会貢献活動の
も り

一環として行う森林整備活動、特定の森林・登山道の管理等の象徴的な活動を支援するた

め、協定を締結して活動のフィールドを提供する「木の文化を支える森」、「社会貢献の森」、

「多様な活動の森」の設定に努めます。

また、国民参加による森林の整備・保全等に関する情報提供、国民からの相談への対応

など、国民参加の森林づくりに関する相談窓口の活性化に努めます。
も り

７ その他国有林野の管理経営に関し必要な事項

(1) 林業技術の開発、指導及び普及に関する事項

技術開発目標に基づき、①林業の低コスト化に向けた造林・保育・生産技術、②公益的機

能の高度発揮を図るための森林施業及び保全技術、③効率的な森林管理及び健全な森林の育

成技術の確立に向けた技術開発を計画的に進めます。

これらの開発、改良された林業技術や施業指標林、各種試験地等で得られた成果について

は、現地検討会などを通じて、地域林業関係者等への普及・定着を図ります。

また、研究機関等が行う林業技術の開発及び林業機械の導入試験等へのフィールド提供

を積極的に行います。

(2) 地域の振興に関する事項

地域の振興への寄与は、地域に密着した体制で国有林野の管理経営を行う国有林野事業に

おいて重要な使命の一つです。このため、地元自治体等への国有林野内の森林資源に関する

情報の提供、地域づくりへの積極的な参画など地元自治体等との連携の強化に努めます。

また、国有林野の保健・文化・教育的利用の推進や利活用、森林の整備、民有林材を含め

た安定供給体制の構築、地域の農林業に多大な被害を与えている野生鳥獣への対策等を通じ

て、地域産業の振興、住民の福祉に寄与するよう努めます。

(3) 国有林野事業への理解と支援に向けた多様な情報受発信

開かれた「国民の森林」としての管理経営を推進するため、国民に対する情報の公開、フィ
も り

ールドの提供、森林・林業に関する普及啓発活動を推進します。

具体的には、国有林野事業の実施に関する情報提供や地域で開催される自然教育活動等へ

の協力、ホームページや広報誌による情報発信に努めます。



管 理 経 営 の 指 針

（令和３年度改正版）

近畿中国森林管理局



留意事項

(1) 施業管理の実施に当たっては、重点的に発揮させるべき機能以外の併存する

他の機能に十分配慮することとし、必要に応じ、併存する公益的機能の発揮に

必要な取り扱いを併せて講ずる。

(2) 保安林等、法令により伐採方法等についてこれに定める事項より厳しい規制

が指定されている林分の施業については、その指定された施業方法の範囲内と

する。
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機能類型ごとの管理経営の指針

国有林野における管理経営については、全国森林計画及び管理経営基本計画による

ほか、国有林野管理経営規程（平成11年農林水産省訓令第２号）に基づき、公益的機

能を機能類型ごとに重点的に発揮することとして、地域管理経営計画において定める

こととしている。

この指針は、「国有林野の各機能類型に応じた管理経営の指針について 」 (平成11

年1月29日付け11林野経第４号長官通達 ）に示された標準的なものを踏まえ、近畿中

国森林管理局における管理経営の基本的な考え方を定めたものである。

今後行う森林施業においては、各国有林が有する公益的機能をさらに発揮するとと

もに、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる木材を計画的に供給すること

により木材等生産機能を発揮できるよう、現地の実態を十分把握し、現地に適応した

管理経営を行うことが重要であることから、各森林管理署等においては、この「管理

経営の指針」に十分留意して国民全体の財産となる森林づくりを推進する必要がある。
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第１ 山地災害防止タイプ

１ 土砂流出・崩壊防備エリア

（１）目標とする森林

目標とする森林は、根系が深くかつ広く発達し、常に落葉層を保持し、適度

の陽光が入ることによって下層植生が発達した森林であって、必要に応じて土

砂の流出、崩壊を防止する治山施設等が整備されている森林とする。具体的には、

次のような林相の森林を目標として施業管理を行う。

ア 広葉樹を主体とする天然林については、健全な立木で構成される複数の樹冠

層からなる森林、下層木及び林床植生が生育する森林。

イ スギ、ヒノキ等人工林及び針葉樹を主体とする天然林については、高木性広

葉樹が混交（針広混交林）し、下層木、下層植生が生育する複数の樹冠層から

なる森林。

（２）施業方法

施業は、目標とする森林を維持し、又はこれに誘導するため、現実林分の林況、

気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等を踏まえ実施する。

ア 高木性広葉樹林、アカマツ林等天然力を活用することが技術合理性からみて

適当と認められる林分については、天然生林へ導くための施業又は天然更新に

よる育成複層林へ導くための施業を実施する。

イ 現況がスギ、ヒノキ等の育成単層林は、原則として天然更新による育成複層

林へ導くための施業を実施する。天然更新による的確な更新が困難で、林道の

整備状況、地形、気候条件等から人工造林によらなければ的確な森林の維持・

造成が期待できない林分については、人工造林による育成複層林へ導くための

施業を行うことができる。

ウ 人工造林による育成単層林へ導くための施業によらなければ的確な森林の維

持・造成ができない林分については、人工造林による育成単層林へ導くための

施業を行うことができる。

（３）施業管理

目標とする森林の維持・造成のため、保全対象と当該林分の位置関係、地質や

地形等の状況、森林の現況等を踏まえて施業管理を行う。また、更新補助作業、

保育及び間伐は、地形、気候、土壌等の自然的条件、林分を構成している樹種、

下層植生、保全対象と林分の位置関係等からみて、 更新を確保し、成林をさせ

るために必要な林分について行う。
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ア 主伐

目標とする森林に誘導し、又はこれを維持するために必要がある箇所につい

て、次の点に留意して行う。

(ｱ) 伐採方法は、原則として択伐によることとし、森林の現況に急激な変化を

与えないよう成長の衰退した樹木、枯損木等を対象に行い、伐採率は現在蓄

積の30％以内とする。ただし、法令等により伐採率の上限がある場合にあっ

ては当該制限の範囲内とする。

(ｲ) 伐採に当たっては、「主伐時における伐採・搬出指針（令和３年３月16日付

け２林整整第1157号林野庁長官通知。以下「伐採･搬出指針」という。）を踏

まえ、適切に行うものとする。伐採することにより著しい土砂の流出若しく

は崩壊のおそれのある林分又はなだれ若しくは落石による被害を生じるおそ

れのある林分については、伐採を行わない。

(ｳ) アカマツ林等、林況、更新樹種の特性等から、択伐では効果的な森林整備

を達成することが困難な林分については、標準伐期齢のおおむね２倍以上と

なった林分を対象として小面積の皆伐ができる。この場合、一伐採箇所の面

積は、更新・生育に支障がない必要最小限度とし、伐採箇所の分散に努める。

(ｴ) 現況が一斉林に近いアカマツ林等であって、松くい虫の被害の著しい林分

や著しい被害が予想される林分においては、マツ以外の樹種に転換するため

の伐採を行うことができる。

(ｵ) 人工造林による育成複層林造成のための伐採は次による。

第５の３（２）複層林施業群に準ずる。

イ 造林・更新

(ｱ) 更新は、主として天然力を活用した更新によるが、画一的な更新方法の採

用を避け、前生樹の成長の良否、周辺の母樹の賦存状況、稚幼樹の発生、ぼ

う芽の発生状況等を考慮し、きめ細かく更新方法を選択すること。また、天

然更新に当たっては、「更新完了基準等について」（昭和 62 年３月 18 日付け

62-58(計）大阪営林局経営部長通知。以下「更新完了基準等」という。）によ

ることとし、期間を定めて更新状況を確認し、更新が完了していないと判断

される場合には、植栽、刈出し等の更新補助作業により確実に更新を図る。

なお、周辺の母樹の賦存状況及び下層に生育する稚樹の状況等から、天然

更新が可能なスギ・ヒノキ育成単層林については、択伐等により高木性広葉

樹の導入を図り、積極的に針広混交林への誘導に努める。この際、高木性広

葉樹の確実な更新を図るため、必要に応じて刈り出し等の更新補助作業を行

うことができる。

(ｲ) 人工造林による育成複層林へ導くための施業を行う林分については、公益

的機能重視の観点等を踏まえ樹下にスギ又はヒノキを 1,000 本／haを標準と

して植栽するが、実際の植栽に当たっては、地位、天然生稚幼樹の発生等、
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現地の状況を踏まえて、当該地の適正な植栽本数を決定する。

なお、帯状伐採及び群状伐採の場合には、スギ及びヒノキについては、2,000

本／haを標準に同様の考え方で植栽本数を決定する。ただし、保安林におい

て指定施業要件が定められている場合にはいずれもその基準を満たす本数と

する。

(ｳ) 必要に応じ、荒廃山地に対する植栽を行う。

(ｴ) 森林法第７条の２第２項第４号に基づく鳥獣害防止森林区域内（以下「鳥

獣害防止森林区域内」という。）においては、植栽木を保護するため、必要に

応じ、鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わな、その他の方法による鳥獣

害の原因となっている鳥獣の捕獲などの措置を行う。

ウ 保育・間伐

(ｱ) つる切、除伐等の保育は、健全な立木の生育に支障がある場合において必

要に応じて行う。

(ｲ) スギ、ヒノキ育成単層林においては、下層木の成長又は林床植生の発達を

促すことによって樹種を多様化し、根系の充実（深根性樹種と浅根性樹種が

混交していること等）を図るため、やや疎仕立ての密度管理を行う。特に、

除伐等に当たっては高木性広葉樹の育成を図るよう努める。

(ｳ) 間伐の実施に当たっては、林床植生の発達を促すよう留意する。特にヒノ

キは過密とならないよう十分配慮すること。

なお、収量比数はスギ林分にあっては0.60、ヒノキ林分にあっては0.55を

下限とする。

(ｴ) 複層林のための受光伐（間伐）は、上木の現在蓄積の35％を上限に林内の

相対照度（20％以上）を確保するために、更新伐終了後５～10年の間隔で２

～３回実施する。ただし、法令等により間伐率の上限がある場合にあっては

当該制限の範囲内とする。

エ 搬出

伐採木の搬出に当たっては、樹根及び表土の保全に十分留意し極力地表を損

傷しないよう伐採・搬出指針を踏まえ、適切な作業方法を選択し、路網を用い

る場合は、特に搬出時期、搬出路の路線選定等に留意する。

オ 施設の整備

施設の整備は、次の点に留意して実施する。

(ｱ) 市街地、公共施設の保護等に必要な場合には、崩壊地、荒廃渓流等の復旧

整備、荒廃危険山地の崩壊防止等を目的とする治山施設を適切に整備する。

(ｲ) 施業管理の計画的かつ効率的な実施に必要な路網の整備を適切に実施する。

この場合、路線の選定に当たっては、「林道規程の制定について」（昭和48年
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４月１日付け48林野道第107号林野庁長官通知。以下、「林道規程」という。）

その他関係通知に基づき、土砂の流出、崩壊等に特に留意するとともに、法

面の保護を図る。

（４）保護・管理

ア 巡視に当たっては、森林の成長の衰退状況、下層植生の発達状況、病虫害、

獣害及び気象害の発生状況等のほか、特に土砂の崩壊・流出の発生状況の把握

に努める。

イ 緑の回廊の取扱いについては、「国有林野における緑の回廊の設定について」

（平成12年３月22日付け12林野経第10号林野庁長官通知。以下「緑の回廊設定

通知」という。）その他関係通知及びそれぞれの緑の回廊について定める「回廊

設定方針」による。

２ 気象害防備エリア

（１）目標とする森林

目標とする森林は、複数の樹冠層を有する森林、あるいは樹冠が単層であって

も樹高が高く下枝が密に着生しているなど遮へい能力が高い森林であって、諸害

に対する抵抗性の高い樹種によって構成される森林とする。具体的には、海岸地

域ではクロマツを主体とする森林、あるいは当該地域の郷土樹種で構成される森

林、山間部ではスギ、ヒノキ、アカマツに高木性広葉樹の混交した森林とする。

（２）施業方法

施業方法は原則として天然生林へ導くための施業及び天然更新による育成複層

林へ導くための施業による。この場合、郷土樹種を主体とした天然力を積極的に

活用する。ただし、人工造林によらなければ的確な森林の維持・造成ができない

林分については、人工造林による育成単層林へ導くための施業を行うことができ

る。

（３）施業管理

目標とする森林の維持・造成のため、保全対象と当該林分の位置関係、主風の

方向、森林の現況等を踏まえて施業管理を行う。

ア 主伐

目標とする森林に誘導する場合、又は諸害等により林分の健全性が維持でき

ないと判断される場合に次の点に留意して行う。

(ｱ) 伐採方法は原則として択伐とするが、陽樹の樹種特性から必要な場合には

皆伐を行うことができる。
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(ｲ) 伐採に当たっては、伐採･搬出指針を踏まえ、林況等を勘案し適切に行うも

のとする。伐採の時期は、健全で成長の旺盛な森林を維持・造成するため、

諸害等により成長が衰退する以前に行う。

(ｳ) 択伐する場合の伐採率は、現在蓄積の30％以内とする。ただし、法令等に

より伐採率の上限がある場合にあっては当該制限の範囲内とする。

(ｴ) 皆伐する場合の伐区は、主風の方向に対して森林が分断されないよう配慮

して設定する。

(ｵ) 松くい虫の被害の著しい林分においては、松くい虫に対する抵抗性マツ又

はマツ以外の樹種に転換するための伐採を行うことができる。

(ｶ) 一伐採箇所の面積は、目標を達成するための更新・生育に支障のない必要

最小限とする。

イ 造林・更新

更新は、当該森林を目標とする森林に誘導し、又はこれを維持するため必要

な箇所について行うこととし、画一的な更新方法の採用を避け、前生樹の成長

の良否、周辺の母樹の賦存状況、稚幼樹の発生、ぼう芽の発生状況等を考慮し、

きめ細かく更新方法を選択し、次の点に留意する。

(ｱ) 天然更新の場合の更新樹種は、当該地域の郷土樹種による。天然更新に当

たっては、更新完了基準等によることとし、期間を定めて更新状況を確認し、

更新が完了していないと判断される場合には、植栽、刈出し等の更新補助作

業により確実に更新を図る。

(ｲ) 人工造林の更新樹種は、諸害に強い樹種を選定し、原則として海岸地域で

は松くい虫に対する抵抗性のあるクロマツ、山間地域ではスギ又はヒノキと

する。

なお、海岸地域においては、松くい虫の被害に対処するため、クロマツ以

外の高木性の樹種の更新、生育が可能な場合には、当該地域の郷土樹種等の

導入により更新を図る。植栽本数は4,000～5,000本／haを標準とし、植栽時

に現存する林木の本数等現地の状況を踏まえて決定する。また、海岸地域の

立地条件の劣悪な箇所においては、治山樹種等を含め、おおむね10,000本／ha

以上とする。

(ｳ) 鳥獣害防止森林区域内においては、植栽木を保護するため、必要に応じ、

鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わな、その他の方法による鳥獣害の原

因となっている鳥獣の捕獲などの措置を行う。

ウ 保育・間伐

下枝が過度に枯れ上がらず、かつ適度に通風のよい林分を造成するよう除伐

等の保育及び間伐を行う。
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エ 施設の整備

必要に応じ、主風方向の前面に、植生を保護するための防風工を実施する。

オ 搬出

伐採木の搬出に当たっては、樹根及び表土の保全に十分留意し極力地表を損

傷しないよう伐採･搬出指針を踏まえ、適切な作業方法を選択し、路網を用いる

場合は、特に、搬出時期、搬出路の路線選定等に留意する。

(４) 保護・管理

ア 巡視に当たっては、森林の成長の衰退状況、下層植生の発達状況、土砂の流

出・崩壊、病虫害及び獣害の発生状況等のほか、特に、気象害の発生状況の把

握に努める。

イ 緑の回廊の取扱いについては、緑の回廊設定通知その他関係通知及びそれぞ

れの緑の回廊について定める回廊設定方針による。

第２ 自然維持タイプ

１ 目標とする森林

目標とする森林は、良好な自然環境を保持する森林、希少な動植物の生育・生

息に適している森林等とする。

なお、自然維持タイプのうち、特に自然環境の維持、動植物の保護等を図るこ

とが重要な地域は保護林とする。

２ 施業方法

施業方法は、天然生林へ導くための施業によることを基本とする。

なお、自然維持タイプに含めている育成単層林については、周囲の天然林に類

似した林分へ誘導していくこととし、そのために必要な施業を行う。

３ 施業管理

種々の保護価値を有することから、それぞれの設定目的に応じた望ましい森林

の現状の維持及びこのような森林への誘導を目的とした施業管理（人為を加えな

い取扱いを含む。）を行う。

（１）伐採の制限

伐採は、次の場合を除き行わない。

ア 保護を図るべき動植物の生態的特性に応じた生息・生育環境を造成するため

に行う伐採

イ 遷移の途中相にある林分の現状維持のために行う伐採
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ウ 学術研究を目的として行う伐採

エ 歩道等の軽微な施設の予定地上又は当該施設の利用に支障のある木竹の伐採

オ 人工林の間伐

カ その他病虫害等のまん延を防ぐための被害木の伐採など機能維持を図るため

必要な伐採

なお、伐採・搬出を行う場合は、当該林分における保護対象を損なうことの

ないよう十分配慮する。

（２）保護林等の保護・管理

ア 保護林の保護・管理及び利用に関する事項については、第２の ３（１）に よ

るほか、「保護林制度の改正について」（平成27年９月28日付け27林国経第

49号林野庁長官通知）の別紙「保護林設定管理要領」及び別に定めるそ

れぞれの「保護林管理方針書」によることとする。

イ 緑の回廊の取扱いについては、第２の３（１）によるほか、緑の回廊設定通

知その他関係通知及び別にそれぞれの緑の回廊について定める回廊設定方針

による。

ウ 保護林以外については、第２の３（１）によるほか、原則として人為を加え

ない。ただし、育成単層林については、周囲の天然林と同様の林分へ誘導して

いくこととし、そのために必要な施業を行う。

４ 施設の整備

（１）保全すべき環境の悪化をきたさないよう十分に配慮しつつ、必要に応じ、林

道規程その他関係通知に基づき、自然環境の保全に必要な管理のための路網等

の整備を行う。

（２）自然の推移に委ねて保存する原生的天然林の周囲の森林等において、必要に

応じ、国土保全、水源涵養の機能を維持するための治山施設の整備等を行う。
かん

（３）保護林について、必要に応じ、自然観察教育のための軽微な施設の設置を行

うことができる。

５ 保護・管理

（１）巡視に当たっては、特に希少な生物の生息・生育状況及びその環境の把握に

努める。

（２）保護林については、必要に応じてボランティア活動による協力を得つつ、モ

ニタリング、林野火災防止宣伝・啓発活動等を行う。

（３）獣害、森林病虫害等の生物による被害については、発生予察を計画的に行い、

早期発見に努め、保護対象に応じ適切な対応を行う。
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第３ 森林空間利用タイプ

１ 目標とする森林

目標とする森林は、林木が適度な間隔で配置され、かつ、多様な樹種からなる

森林、湖沼、渓谷等と一体となって優れた自然美を構成する森林、多様な樹種、

林相からなり、明暗、色調に変化を有する森林、町並み、史跡、名勝等と一体と

なって潤いのある自然環境や歴史的風致を構成している森林、郷土樹種を中心と

して安定した林相をなしている森林等の多様な森林であって、必要に応じて保健

・文化・教育的活動に適した施設が整備されている森林等とする。

２ 施業方法

目標とする多様な森林を維持・造成するため、個々の国有林野の利用の形態、

林況・地況等の自然条件、林業技術体系等を踏まえ、次により実施する。

（１）天然林における施業方法は、天然生林へ導くための施業及び天然更新による

育成複層林へ導くための施業を主体として実施する。

（２）スギ・ヒノキ育成単層林については、原則として、天然更新による育成複層

林へ導くための施業を実施し、択伐等により広葉樹の導入を図り、積極的に針

広混交林への誘導に努める。

（３）次のいずれかに該当する林分については、人工造林による育成単層林へ導く

ための施業及び人工造林による育成複層林へ導くための施業による。

ア 人工林の有する美的景観を確保する必要のある林分

イ 育成単層林へ導くための施業及び育成複層林へ導くための施業による林業生

産活動についてのモデルとする林分及び体験林業の場とする林分

ウ 更新樹種の特性、母樹の賦存状況等からみて、人工造林によらなければ的確

な森林の維持・造成が期待できない林分

３ 施業管理

目標とする森林の維持・造成のため、それぞれの森林の保健・文化的利用の形

態等に応じ、必要な施業管理を行う。また、更新補助作業、保育又は間伐の実施

は、気象、地形、土壌等の自然的条件、林分を構成している樹種、下層植生、保

全対象と林分の位置関係等からみて更新を確保し、成林をさせるために必要かつ

適切な林分について行う。

（１）主伐

快適なレクリエーション利用のための環境の整備又は美的景観の維持・造成

のため必要な伐採は行う。この場合、伐採に当たっては、伐採･搬出指針を踏

まえるとともに、個々の国有林野の利用の形態にふさわしい森林が維持・造成

されるよう、樹種特性等を考慮しつつ、その目的に応じた伐採方法、伐採率等
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を柔軟に選択して適切に実施する。

（２）造林・更新

原則として、現在樹種を含む当該地域の郷土樹種による天然更新とするが、

画一的な更新方法の採用を避け、前生樹の成長の良否、周辺の母樹の賦存状況、

稚幼樹の発生、ぼう芽の発生状況等を考慮し、きめ細かく更新方法を選択する。

また、天然更新に当たっては、更新完了基準等によることとし、期間を定めて

更新状況を確認し、更新が完了していないと判断される場合には、植栽、刈出

し等の更新補助作業により確実に更新を図る。

（３）保育

更新補助作業を行った林分については、必要により下刈等の保育を行う。

（４）間伐

混交林へ誘導する育成単層林の間伐に当たっては、やや疎に密度管理し、下

層木の発生及び育成を図るとともに、広葉樹の導入を助長する。

（５）人工造林による育成単層林へ導くための施業及び人工造林による育成複層林

へ導くための施業

ア 主伐

(ｱ) 人工造林による育成複層林へ導くための施業を行う必要がある箇所は、第

５の３（２）複層林施業群に準じて行う。

(ｲ) 上記(ｱ)以外の箇所にあって皆伐する場合は、おおむね標準伐期齢の２倍以

上の時期を目安とし、林分全体として成長が衰える時期以前に行う。この場

合、一伐採箇所の面積は必要最小限度とする。

(ｳ) 伐採箇所は努めて分散し、極力自然地形に沿った伐区を設定する。

イ 造林・更新

(ｱ) 人工造林による育成複層林へ導くための施業を行う林分については、樹下

にスギ、ヒノキ等その目的に適した樹種を植栽する。植栽本数は、1,000本／

haを標準とするが、実際の植栽にあたっては、地位、天然生稚幼樹の発生等

現地の状況を踏まえて、当該地の適正な植栽本数を決定する。

なお、帯状伐採及び群状伐採の場合には、2,000本／haを標準に同様の考え

方で植栽本数を決定する。ただし、保安林において指定施業要件が定められ

ている場合にはいずれもその基準を満たす本数とする。

(ｲ) 皆伐跡地にあっては、その林分に適した樹種を原則として、植栽本

数はスギ及びヒノキについては、2,000本／ha、高木性広葉樹については、
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1,500～3,000本／haを標準とするが、実際に植栽するに当たっては、地位、

天然生稚幼樹の発生等、現地の状況を踏まえて、当該地の適正な植栽本数を

決定する。ただし、保安林において指定施業要件が定められている場合には

いずれもその基準を満たす本数とする。

(ｳ) 更新に当たっては、必要に応じ、花木を導入する。

(ｴ) 鳥獣害防止森林区域内においては、植栽木を保護するため、必要に応じ、

鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わな、その他の方法による鳥獣害の原

因となっている鳥獣の捕獲などの措置を行う。

ウ 保育

必要に応じて下刈等保育を行うが、その際、天然に侵入した花木等の有用木

の育成に努める。

４ レクリエーションの森の施業管理

レクリエーションの森の施業管理については、前項３によるほか、次の点に留

意して行う。

（１）自然観察教育林

ア 野生動植物等の観察や自然探勝を目的とする場合には、必要に応じ、動植物

の生息、生育環境の維持・造成を図ることを目的として、林床植物の生育に必

要な照度確保のための除伐及び間伐、採餌木の植栽、利用の安全性の確保のた

めの危険木の伐採を行う。

イ 主伐（施設設置のためのものを除く。）を行う場合の伐採方法は、原則とし

て択伐とし、伐採箇所は施設に隣接させない。

ウ 林業生産活動のモデルとする場合は、イにかかわらず、森林施業に対する理

解を深められるような林分の配置を行うこととし、３の（５）に留意して施業

管理を行う。

（２）森林スポーツ林

ア 森林内において快適なスポーツを楽しめるよう、特に施設周辺の林分につい

て、明るく変化に富み開放的で親しみやすい森林の維持・造成を目的として、

間伐、危険木等の伐採、花木の育成等を行う。

イ 主伐を行う場合の伐採方法は、原則として択伐とする。

（３）野外スポーツ地域

施設周辺の林分については、森林スポーツ林に準じて取り扱う。

なお、地形、施設の種類・形態に応じ、防風や土砂の流出防備等の機能の確

保が必要な場合は、山地災害防止タイプにおける施業管理に準じて取り扱う。
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（４）風景林

ア 地域における自然条件に加え、周辺の地形や地物との関係、当該景観の文化

的意義等を考慮した上で、当該地域の特徴的な自然景観の維持・造成に必要な

施業を行う。

イ 伐採を行う場合は、次のいずれかに該当するものについて行うことを基本と

する。

(ｱ) あばれ木、倒木、枯損木等で風致の維持上支障となる立木の伐採

(ｲ) 遷移の途中相にある森林の維持に必要な侵入木の伐採

(ｳ) 景観の維持向上に必要な更新を図るために必要な伐採

(ｴ) 通景線の確保に必要な伐採

(ｵ) 人工林及び一斉林に近い天然林の間伐

（５）風致探勝林

ア 森林内における快適な心身の休養に資するよう、湖沼、渓谷等との一体的な

美的環境の維持、施設周辺の林分等における風致の維持を目的として、必要に

応じ、危険木の伐採、間伐、つる切及び除伐等の保育を行う。

イ 主伐を行う場合の伐採方法は、原則として択伐とする。

（６）自然休養林

ゾーン区分ごとに、上記（１）～（５）に準じて取り扱う。

（７）レクリエーションの森以外の森林空間利用タイプ

レクリエーションの森以外の森林空間利用タイプの施業については、前項２、

３による。

５ 施設の整備

施設の整備については、次の点に留意して行う。この場合、第３セクター等の

民間活力を活用して効率的な整備に努める。

（１）レクリエーションの森については、「レクリエーションの森の名称及び区域」

に示す施設内容について、利用の形態、需要の規模に応じ、また、個々の国有

林野の地況及び林況を踏まえ、山地災害の防止、水源の涵養及び自然環境の保
かん

全に十分配慮した上で、快適な利用が行われるよう、適切な配置、規模及び形

態により整備を行う。

（２）レクリエーションの森以外の森林空間利用タイプについては、必要に応じ、

遊歩道、あずまや、展望所、給排水施設、標識類、ベンチ等の軽微な施設につ

いて、最小限の整備を行う。

（３）自動車道及び歩道は、風致の維持に配慮しつつ、レクリエーション施設間の

連絡、スポーツ施設としての利用及び必要な施業管理が効率的に行えるよう路
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線を選定する。

なお、駐車場については、利用状況を踏まえ適切な整備を図る。

６ 保護・管理

（１）利用者に対する森林・林業に関する知識の普及啓発に努める。

（２）巡視に当たっては、特に、レクリエーションの森における利用の状況、施設

の管理状況、危険木、危険箇所等の把握、山火事の防止等に努める。

（３) 緑の回廊の取扱いについては、緑の回廊設定通知その他関係通知及びそれぞ

れの緑の回廊について定める回廊設定方針による。

７ 保健機能森林に該当する森林の施業及び施設の整備

自然観察教育林、森林スポーツ林、風致探勝林及び自然休養林のこれらに準ず

るゾーンのうち、保健機能森林に該当する森林については、上記３～５によるほ

か、森林施業及び施設の整備の細部の基準は、森林の保健機能の増進に関する特

別措置法（平成元年法律第71号）により取り扱う。

第４ 快適環境形成タイプ

１ 目標とする森林

目標とする森林は、それぞれの立地に適した多様な樹種で構成され、十分な本

数密度を有する森林とする。具体的には、防音を目的とする森林にあっては、枝

葉量の多い常緑広葉樹等、防音効果の高い樹種で構成される森林とし、大気浄化

を目的とする森林については、汚染物質の吸着能力が高くかつ抵抗性があり、葉

量の多い樹種によって構成される森林とする。

２ 施業方法

防音や大気浄化等に有効な森林の幅を維持するため、育成複層林へ導くための

施業及び天然生林へ導くための施業によることを基本とする。

３ 施業管理

目標とする森林の維持・造成のため、保全対象と当該林分の位置関係、森林の

現況等を踏まえて施業管理を行う。

（１）主伐

目標とする森林へ誘導する場合、又は諸害等により林分の健全性が維持でき

ないと判断される場合に次の点に留意して行う。

ア 伐採方法は、原則として択伐とするが、陽樹の樹種特性等から必要な場合に

は皆伐を行うことができる。
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イ 伐採に当たっては、伐採･搬出指針を踏まえ、林況等を勘案し適切に行うも

のとする。伐採の時期は、健全で旺盛な森林を維持・造成するため、諸害等に

より成長が衰退する以前とするが、大気浄化を目的とする森林については、汚

染による早期衰退の危険性もあるので、現地の実態を十分調査し、樹種の特性

も考慮して属地的に決定する。

ウ 択伐する場合の伐採率は、現在蓄積の30％以内とする。ただし、法令等によ

り伐採率の上限がある場合にあっては当該制限の範囲内とする。

エ 伐区の選定に当たっては、機能保全や残存林分の保護の観点から、騒音や汚

染物質の発生源となる道路等の位置を考慮して行い、林分の機能低下を極力避

けるよう努める。

オ 一伐採箇所の面積は、目標を達成するための更新・生育に支障のない必要最

小限とする。

（２）造林・更新

更新樹種の選定に当たっては、大気汚染に対する抵抗性の高い樹種を選定する

など、造成する森林のそれぞれの目的とする機能発揮への適合性を考慮する。

（３）保育・間伐

遮へい機能の高い森林を維持するため、やや密仕立ての密度管理を行う。

４ 保護・管理

ア 巡視に当たっては、森林の成長の衰退状況、下層植生の発達状況、土砂の崩

壊・流出、病虫害、獣害、気象害の発生状況等のほか、特に生活環境に支障す

る危険木・ひ陰木等の把握に努める。

イ 緑の回廊の取扱いについては、緑の回廊設定通知その他関係通知及びそれぞ

れの緑の回廊について定める回廊設定方針による。

第５ 水源涵養タイプ

１ 目標とする森林

目標とする森林は、洪水緩和、渇水緩和、水質保全等の水源涵養機能を発揮さ
かん

せるため、団粒構造がよく発達した粗孔隙に富む土壌を有しており、深根性・浅

根性等の様々な樹種・樹齢の樹木がバランスよく配置された下層植生の豊かな森

林であり、林木の成長が旺盛な高蓄積の森林とする。

なお、水源涵養機能を維持できる範囲内で、森林資源の有効利用に配慮する。
かん

２ 施業方法

目標とする森林を維持し、又はこれに誘導するため、森林の現況や自然・社会
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的条件等に応じて最も効果的な施業を選択する。その際、伐採・更新・保育の段

階からの積極的な広葉樹導入の配慮、群状・帯状の複層林やモザイク状等の小面

積伐採を行うことによる林地の裸地化面積の抑制など、現地の状況に応じた施業

に努めることとし、以下のとおり施業方法を区分して取り扱う。

なお、各施業群の共通事項として、造林・更新については、画一的な更新方法

の採用を避け、前生樹の成長の良否、周辺の母樹の賦存状況、稚幼樹の発生、ぼ

う芽の発生状況等を考慮し、きめ細かく更新方法を選択すること。また、天然更

新（天然性幼稚樹を一部区域で活用する場合も含む。）に当たっては、更新完了基

準等によることとし、期間を定めて更新状況を確認し、更新が完了していないと

判断される場合には、植栽、刈出し等の更新補助作業により確実に更新を図る。

（１）高標高地、急峻な地形等、自然条件の厳しい地域等については天然生林へ導

くための施業を行う。また、森林現況が広葉樹を主体とした天然林にあっては

天然生林へ導くための施業とし、森林現況が針葉樹を主体とした林分にあって

は天然生林へ導くための施業、又は天然更新による育成複層林へ導くための施

業を行う。

（２）特定の水源の渇水緩和、水質の保全等の理由から非皆伐状態を維持すべき人

工林については、人工造林による育成複層林へ導くための施業を行う。

（３）水源涵養機能の発揮のための森林整備を図りつつ、併せて周辺の森林資源の
かん

状況が将来にわたって人為を積極的に加えていくことが適切と判断され、育成

単層林へ導くための施業を行う区域の中で、特に林床や土壌の安定を図る必要

がある区域は長伐期施業を行う。

（４）比較的傾斜が緩く、地位が良好で下層植生が豊かであるなど、小面積のモザ

イク状に皆伐しても、表土の流亡のおそれの少ない林分については、分散伐区

施業を行う。

上記（２）～（４）の施業方法については、目標とする森林の造成が確実に達

成できるよう、高標高地では避けることとし、上限は北陸地方おおむね800ｍ、紀

州地方おおむね1,000ｍ、その他おおむね900ｍを目安として、地位、周辺林分の

植栽木の生育状況等から判断する。具体的には、上記（１）～（４）ごとに施業

群を設け、それぞれの施業群について、水源涵養機能を発揮させていく手法を定
かん

めて取り扱う。

なお、北陸・近畿地方の豪雪地帯及び北陸・近畿地方、中国山地の標高おおむ

ね900ｍ以上で最深積雪がおおむね150cm以上の豪・多雪地帯の育成単層林につい

ては、天然更新による育成複層林へ導くための施業を行う。この場合、必要に応

じて択伐等を実施し、高木性広葉樹の混交した林分を造成する。
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３ 施業管理

（１）天然林施業群

天然生林へ導くための施業を行う施業群は、多様な樹種から構成される健全な

林分の維持に留意しつつ、以下の基準により施業管理を行う。また、育成単層林

については、天然更新による育成複層林へ導くための施業を実施する。

ア 主伐

(ｱ) 林分の健全性を維持するため、必要がある場合は、伐採・搬出指針を踏ま

え、適切に行うものとする。

(ｲ) 伐採方法は、原則として択伐とし、現況を急激に変化させないよう衰退木、

枯損木を対象に伐採率30％以内で行う。ただし、法令等により伐採率の上限

がある場合にあっては当該制限の範囲内とする。

(ｳ) 松くい虫の被害の著しい林分又は被害の拡大が予測される林分においては、

松くい虫に対する抵抗性マツ又はマツ以外の樹種に転換するための伐採を行

うことができる。

(ｴ) 伐採方法を群状・帯状択伐とした場合は伐採箇所の間を 20m 以上確保した

上で、伐採箇所の形状が、群状の場合は一伐採箇所の面積を 0.05ha 未満、帯

状の場合は伐採幅を 10m未満とする。

(ｵ) 伐採木の搬出に当たっては、伐採・搬出指針を踏まえ、地表を極力損傷す

ることがないよう、作業方法の選択に留意する。

イ 造林・更新

(ｱ) 更新は原則として天然下種第２類とする。天然更新に当たっては、更新完

了基準等によることとし、期間を定めて更新状況を確認し、更新が完了して

いないと判断される場合には、植栽、刈出し等の更新補助作業により確実に

更新を図る。

(ｲ) 樹種転換による場合、伐採から更新までの期間は２年以内とするが、極力

早期の更新に努める。

ウ 保育・間伐

(ｱ) 保育は更新完了後、成林に支障がある場合、必要最小限において実施する。

(ｲ) 現況が育成単層林で針広混交林へ誘導すべき森林の保育については高木性

広葉樹の保残に留意する。

(ｳ) 育成単層林や常緑広葉樹を主体とする森林にあっては、下層植生の維持等

のため、必要に応じ、間伐を行うことができる。
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（２）複層林施業群

人工造林による育成複層林へ導くための施業を行う施業群（（３）複層林施業

群（面的）を除く。）については、原則として、上木を群状に伐採して行う群状

伐採法又は帯状に伐採して行う帯状伐採法とする。ただし、現地の地況や景観へ

の配慮の必要性、作業の難易度等に応じ、単木伐採して行う単木伐採法によるこ

とができる。この場合の育成複層林の林型は、原則としてスギ又はヒノキの常時

二段林（施業の関係上一時的に単層となる林分を含む。）とする。また、複層伐

を実施する10年程度前までに、間伐をくり返し実施し、十分な密度管理を行って

おく。

（２）-１ 群状伐採法及び帯状伐採法

ア 主伐

(ｱ) 一伐採面積（伐採区と残存区を合わせた面積）はおおむね５ha以内とする。

ただし、法令等による伐採面積の上限が５ha未満の場合にあっては当該制限

の範囲内とする。

(ｲ) 伐採方法は複層伐とする。帯状伐採法における帯の幅は、樹高の２倍程度

（20～40ｍ未満）とし、伐区帯と保残帯を交互に設定し、保残帯の幅は伐区

幅以上設けることとする。

(ｳ) 群状伐採法における群の大きさはおおむね１ha以下とし、モザイク状に伐

採区を設定する。ただし、法令等により伐採面積の上限が１ha未満の場合に

あっては当該制限の範囲以内とする。

(ｴ) 群状伐採法及び帯状伐採法の複層伐は、原則として伐採区及び伐採区に隣

接する新生林分が60年生以上で行う。

(ｵ) 伐採及び伐採木の搬出に当たっては、保残木の保全や地表を極力損傷する

ことのないよう、伐採・搬出指針を踏まえ、適切な作業方法の選択に留意す

る。

イ 造林・更新

(ｱ) 植栽する樹種は、原則としてスギ又はヒノキとする。

(ｲ) 植栽本数は、伐採区について、公益的機能重視の観点等を踏まえ2,000本／

haを標準とするが、実際の植栽にあたっては、地位、天然生稚幼樹の発生等

現地の状況を踏まえて当該地の適正な植栽本数を決定する。ただし、保安林

において指定施業要件が定められている場合には、その基準を満たす本数と

する。

(ｳ）鳥獣害防止森林区域内においては、植栽木を保護するため、必要に応じ、

鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わな、その他の方法による鳥獣害の原

因となっている鳥獣の捕獲などの措置を行う。
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ウ 保育・間伐

(ｱ) 下木の保育については、各作業とも画一的に実施することなく、現地の状

況から判断して必要が生じた場合に実施する。

(ｲ) 残存区については、伐採区の伐採時に原則として間伐を行うこととし、そ

の後は、残存木相互の競合が生じた場合において必要により主伐までの間、

間伐を繰り返し行う。

(ｳ) 枝打は、原則として行わない。ただし、これまで枝打を実施した林分につ

いては投資効率を考慮して判断する。

（２）-２ 単木伐採法

ア 主伐

(ｱ) 一伐採面積は、おおむね５ha以内とする。ただし、法令等による伐採面積

の上限が５ha未満の場合にあっては当該制限の範囲内とする。

(ｲ) 複層伐の伐採率は、現在蓄積の50％を基準とする。

なお、伐採の時期、伐採率等は、相対照度、地形、伐採・搬出の方法、搬

出の難易、国土保全や景観への影響等、現地の実態に応じて、林地の健全性

を考慮し、適正に行う。

育成単層林から育成複層林へ導くための複層伐（更新伐）は、60年生以上

で行い、複層林造成後の上層木の全面的な伐採を行う複層伐（終伐）は、下

木が60年生以上で行うことを基本とする。

なお、終伐の際には、下木の更新伐を必要に応じ行う。

(ｳ) 更新伐における伐採木の選木は、利用価値にも配慮しつつ、残存林分の健

全性の確保のため、被害木、あばれ木、二又木、曲がり木、片枝木、傾斜木

等は優先的に行う。

(ｴ) 伐採及び伐採木の搬出に当たっては、保残木の保全や地表を極力損傷する

ことのないよう、伐採・搬出指針を踏まえ、適切な作業方法の選択に留意す

る。

イ 造林・更新

(ｱ) 地ごしらえは、原則、無地ごしらえとする。

なお、末木枝条やかん木が多い場合には、植付に支障のない程度に行う。

(ｲ) 伐採区における植栽本数は、公益的機能重視の観点等を踏まえ1,000本／ha

を標準とするが、実際の植栽に当たっては、地位、天然生稚幼樹の発生等現

地の状況を踏まえて、当該地の適正な植栽本数を決定する。ただし、保安林

において指定施業要件が定められている場合には、その基準を満たす本数と

する。

(ｳ) 鳥獣害防止森林区域内においては、植栽木を保護するため、必要に応じ、
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鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わな、その他の方法による鳥獣害の原

因となっている鳥獣の捕獲などの措置を行う。

ウ 保育・間伐

(ｱ) 下木の保育については、各作業とも画一的に実施することなく、現地の状

況から判断して必要が生じた場合に実施する。

(ｲ) 上木の枝が繁茂し、下木の受光量が減少して生育が阻害される場合は、適

宜枝おろしを行うことができる。

(ｳ) 初めての更新伐が行われるまでの単層状態における間伐は、「第６ その他

１ 間伐の取扱い」に準じて行う。

(ｴ) 更新伐後の上木の受光伐は、下木の植栽後５～10年の間隔で、伐採率は上

木の現在蓄積の35％を上限として２～３回行い、林内の相対照度（20％以上）

を確保する。ただし、法令等により間伐率の上限がある場合にあっては当該

制限の範囲内とする。

(ｵ) 複層林が造成された以後の下木の間伐は、次の式により換算した生育本数

によりＲyを算出して行う。

Ｒy算出基礎本数＝(上木樹冠占有面積／下木樹冠占有面積)×上木本数＋下木本数

注：樹冠占有面積は、目測で１本当たりの樹冠が占有している平均的な面積

を求めて行う。

(ｶ) 枝打は、原則として行わない。ただし、これまで枝打を実施した林分につ

いては投資効率を考慮して判断する。

（３）複層林施業群（面的）

林型は、一定の範囲において林齢や樹種の異なる複数のスギ又はヒノキの単層

林（一定の範囲の中には天燃生林も含む。）によって構成される多段林（二段林

を含む。）であるため、尾根から沢まで、又は尾根から尾根までなど、水源涵養
かん

等の森林の機能に着目したまとまりを目安として設定する。

ア 主伐

(ｱ) 伐採方法は複層伐とし、一伐採箇所の面積は、おおむね2.5ha以下、下限林

齢は60年とする。ただし、法令等による伐採面積の上限が2.5ha未満の場合に

あっては当該制限の範囲内とする。

(ｲ) 伐採箇所の設定に当たっては、伐採・搬出指針を踏まえるとともに隣接す

る伐採箇所の間を50ｍ以上確保する。また、伐採箇所を新生林分に接続して

設定する場合は、原則として当該新生林分がうっ閉してからおおむね10年後

以降とする。

(ｳ) 伐採に当たっては、伐採・搬出指針を踏まえるとともに針広混交林へ誘導

すべき森林は高木性広葉樹を保残する。この場合、極力群状に保残するよう
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に努める。

(ｴ) 伐採木の搬出に当たっては、保残木の保全や地表を極力損傷することのな

いよう伐採・搬出指針を踏まえ、適切な作業方法を選択するよう努める。

イ 造林・更新

(ｱ) 植栽樹種は原則としてスギ又はヒノキとし、植栽本数は2,000本／haを標準

とするが、地位、天然生稚幼樹の発生等現地の状況を踏まえて適正な植栽本

数を決定する。ただし、保安林において指定施業要件が定められている場合

には、その基準を満たす本数とする。また、伐採から更新までの期間は２年

以内とするが、極力早期の更新に努める。

(ｲ) 鳥獣害防止森林区域内においては、植栽木を保護するため、必要に応じ、

鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わな、その他の方法による鳥獣害の原

因となっている鳥獣の捕獲などの措置を行う。

ウ 保育・間伐

(ｱ) 植栽木の健全な生育を主目的としつつ、高木性広葉樹の導入にも配慮し、

効率的かつ合理的な方法を選択する。

(ｲ) 下層植生の発達等にも配慮することとし、必要により除伐２類の段階から

やや疎仕立ての密度管理とする。

(ｳ) 枝打は、原則として行わない。ただし、これまで枝打を実施した林分につ

いては投資効率を考慮して判断する。

(ｴ) 潔癖な下刈や除伐を避け、ぼう芽や天然下種によって発生した高木性広葉

樹について、植栽木の成長に大きな支障のないものは、積極的に保残し育成

する。この場合、広葉樹の取扱いについては、「第６ その他 ２ スギ、ヒノ

キ造林地に侵入した目的樹種以外の取扱い」に準じて行う。

(ｵ) 間伐は、「第６ その他 １ 間伐の取扱い」に準じて行う。特に下層植生の

維持、発達に留意した密度管理を行う。

（４）長伐期施業群

伐期の長期化を推進する施業群については、針葉樹大径木を主体とした又は高

木性広葉樹を混交させた林分を造成することに留意しつつ、以下の基準により施

業管理を行う。

ア 主伐

(ｱ) 成長量の低下した林分において新生林分へ交代させるために行う。

(ｲ) 伐採の方法は皆伐とし、主伐の下限林齢は80年（おおむね標準伐期齢の２

倍以上）とする。

なお、人工造林による広葉樹林分の下限林齢は、ケヤキ、ミズメ、ミズナ
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ラ等の高木性広葉樹にあっては150年とする。

(ｳ) 一伐採面積はおおむね５ha以内とし、できる限り小面積での伐採に配慮す

る。ただし、法令等による伐採面積の上限が５ha未満の場合にあっては当該

制限の範囲内とする。また、隣接林分は同等程度以上の面積を保残する。

(ｴ) 新生林分に接続して伐採する場合は、隣接の新生林分がうっ閉した後とす

る。

(ｵ) 伐採に当たっては、伐採・搬出指針を踏まえるとともに高木性広葉樹は保

残する。この場合、極力群状に保残するように努める。

(ｶ) 伐採に当たっては、保残木の健全性を確保するよう努める。

(ｷ) 伐採木の搬出に当たっては、保残木の保全や地表を極力損傷することがな

いよう伐採・搬出指針を踏まえ、適切な作業 方法の選択に留意する。

(ｸ) 積雪の葡行力による植栽木の引き抜け、倒伏等の被害が予想される箇所に
ほ こ う

おいては、必要に応じて防雪帯を設ける。防雪帯は、斜面長40m以上の箇所に

ついて、おおむね20m幅を40mごとに、斜面の傾斜変換点等を選び防雪効果が

確保できるように設ける。防雪帯の立木が支障となる場合は、なるべく１m以

上のところを中断切りし、防雪効果を維持するよう努める。

イ 造林・更新

(ｱ) 植栽樹種は原則としてスギ又はヒノキとする。植栽本数は、2,000本／haを

標準とするが、実際の植栽に当たっては、地位、天然生稚幼樹の発生等現地

の状況を踏まえて、当該地の植栽本数を決定する。また、現地の状況等から

高木性広葉樹を植栽する必要がある場合は、1,500～3,000本／haを標準とす

る。

なお、保安林において指定施業要件が定められている場合には、その基準

を満たす本数とする。

(ｲ) 伐採から更新までの期間は２年以内とするが、極力早期の更新に努める。

(ｳ）鳥獣害防止森林区域内においては、植栽木を保護するため、必要に応じ、

鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わな、その他の方法による鳥獣害の原

因となっている鳥獣の捕獲などの措置を行う。

ウ 保育・間伐

(ｱ) 潔癖な下刈や除伐を避け、ぼう芽や天然下種によって生育した広葉樹につ

いて、植栽木との競合を配慮しつつ、積極的に保残し育成する。この場合、

造林地に侵入した高木性広葉樹の取扱いについては、「第６ その他 ２ スギ、

ヒノキ造林地に侵入した目的樹種以外の取扱い」に準じて行う。

(ｲ) 保育の実施に当たっては、下層植生の発達等に配慮することとし、下層植

生の維持及び密度管理上必要があれば、除伐２類段階からやや疎仕立ての密

度管理とする。
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(ｳ) 枝打は原則として行わない。ただし、これまで枝打を実施した林分につい

ては投資効率を考慮して判断する。

(ｴ) 間伐に当たっては、導入した高木性広葉樹は、支障のない限り伐採木選木

の対象外とする。

(ｵ) 下層木及び下層植生の発達、単木材積の高い大径木を育成するため疎の密

度管理を行う。

エ 明治百年記念造林地

明治100年を記念して昭和43年度に、造林技術を最大限に活用して、優れた造

林地を造成し「生きた見本林」にするために設定された明治百年記念造林地は、

設定主旨に基づいて施業管理を行う。

なお、主伐の下限林齢は100年とする。

（５）分散伐区施業群

分散伐区による育成単層林へ導くための施業を行う施業群については、同一林

齢の林分が小面積で、かつ、分散しているように配置し、一定の範囲で見た場合

に、モザイク状を呈するように造成することとし、以下の基準により施業管理を

行う。

ア 主伐

(ｱ) 異なる齢級の林分を分散的に配置することにより、成長量の高い安定した

林分を維持するために実施する。

(ｲ) 主伐の下限林齢は、下表のとおりとする。

計 画 区 主伐の下限林齢

加賀、越前、若狭、湖北、由良川 65年

湖南、淀川上流、大阪、北伊勢、大和･木津川、

北山･十津川、吉野、日野川、天神川、千代川、江の川下流、 55年

斐伊川、高津川、高梁川下流、 旭川、吉井川、山口、岩徳

伊賀、南伊勢、尾鷲熊野、紀南、紀北、紀中、加古川、

揖保川、円山川、高梁川上流、江の川上流、太田川、瀬戸内、 50年

豊田、萩

なお、人工造林による広葉樹の下限林齢は、主として萌芽によって更新す

るクヌギ、キハダ等にあっては、「国有林の地域別の森林計画」において各森

林計画区ごとに定める立木の標準伐期齢に10年を加えた林齢とする。

(ｳ) 伐採方法は皆伐とする。一伐採面積はおおむね５ha以内とし、できる限り

小面積での伐採に配慮する。ただし、法令等による伐採面積の上限が５ ha未

満の場合にあっては当該制限の範囲内とする。また、隣接林分は同等程度以

上の面積を保残し、伐採箇所はモザイク状に分散させる。
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(ｴ) 伐採に当たっては、高木性広葉樹は保残する。この場合、極力群状に保残

するように努める。

(ｵ) 伐採木の搬出に当たっては、保残木の保全や地表を極力損傷することがな

いよう伐採・搬出指針を踏まえ、適切な作業方法の選択に留意する。

(ｶ) 新生林分に接続して皆伐を行う場合は、原則として隣接の新生林分がおお

むねうっ閉した後に行う。

(ｷ) 積雪の葡行力による植栽木の引き抜けや倒伏等の被害が予想される箇所に
ほ こ う

おいては、必要に応じて防雪帯を設ける。防雪帯は、斜面長40m以上の箇所に

ついて、おおむね20m幅を40mごとに、斜面の傾斜変換点等を選び防雪効果が

確保できるように設ける。防雪帯の立木が支障となる場合は、なるべく１m以

上のところを中断切りし、防雪効果を維持するよう努める。

イ 造林・更新

(ｱ) 植栽樹種は原則としてスギ又はヒノキとし、植栽本数は、公益的機能重視

の観点等を踏まえ2,000本／haを標準とするが、実際の植栽に当たっては、地

位、天然生稚幼樹の発生等現地の状況を踏まえて当該地の適正な植栽本数を

決定する。ただし、保安林において指定施業要件が定められている場合には、

その基準を満たす本数とする。

(ｲ) 伐採から更新までの期間は２年以内とするが、極力早期の更新に努める。

(ｳ）鳥獣害防止森林区域内においては、植栽木を保護するため、必要に応じ、

鳥獣害の防止のための防護柵の設置、わな、その他の方法による鳥獣害の原因

となっている鳥獣の捕獲などの措置を行う。

ウ 保育・間伐

(ｱ) 植栽木の健全な生育を主目的としつつ、高木性広葉樹の導入にも配慮し、

効率的かつ合理的な方法を選択する。

(ｲ) 下層植生の発達等にも配慮することとし、必要により除伐２類の段階から

やや疎仕立ての密度管理とする。

(ｳ) 枝打は原則として行わない。ただし、これまで枝打を実施した林分につい

ては投資効率を考慮して判断する。

(ｴ) 潔癖な下刈や除伐を避け、ぼう芽や天然下種によって発生した高木性広葉

樹について、植栽木の成長に大きな支障のないものは、積極的に保残し育成

する。この場合、造林地に侵入した広葉樹の取扱いについては、「第６ その

他 ２ スギ、ヒノキ造林地に侵入した目的樹種以外の取扱い」に準じて行う。

(ｵ) 間伐は、「第６ その他 １ 間伐の取扱い」に準じて行う。特に下層植生の

維持、発達に留意した密度管理を行う。
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（６）施業群設定外（（１）～（５）の施業群に属さない林分の取扱い）

ア 保護樹帯

保護樹帯は、新生林分の保護（皆伐による森林環境の急激な変化の緩和、新

生林分における虫害、寒風害等の気象害、火災等の諸被害からの保護及び地力

維持を図ることを主目的とする。）、国土の保全（森林からの雪崩や落石の防止、

土砂の流出防止、土砂の崩壊防止、渓流岸の保全、公道等の道路の保全等を図

ること等）、風致の維持（主要な保健休養施設及び主要な眺望点からの景観の維

持を図ること等）、生物多様性の保全（野生生物の生育・生息環境や移動経路の

確保、種子や栄養分の供給等）、その他の公益的機能の確保のため、尾根、斜面

中腹、渓流沿い、林道沿線等を中心に設定するものとし、その幅はおおむね50m

以上を基準とする。特に常時水流のある渓流や河川沿いの森林については、水

源涵養機能や生物多様性保全機能等に配慮し、渓流への土砂の流出や伐採によ
かん

るかく乱を抑え、連続的な生態系ネットワークを形成するため、「国有林の渓畔

周辺の取扱いについて」（平成24年７月12日付け24林国経第18号国有林野部長通

知）に基づき、積極的に保護樹帯を設け、その管理経営を行うものとする。

(ｱ) 保護樹帯は、尾根筋、渓流沿い、林道沿線等を利用して設定し、設定に際

しては、新生林分の保護、国土の保全、風致の維持、生物多様性の保全、そ

の他の公益的機能の確保に十分に配意する。また、寒風害の予測される地域

では、冬季の主風方向に留意して、地形に応じた有効な保護樹帯とする。

(ｲ) 現況がスギ、ヒノキの育成単層林については、天然更新による育成複層林

へ導くための施業を基本とし、林分環境の急激な変化を避けながら段階的に、

多様な郷土樹種からなる針広混交林への誘導に努める。

(ｳ) 保護樹帯については、その効果を適切に発揮させるため多様な郷土樹種か

らなる林分を維持・育成する。このため伐採は、健全な立木の生育の助長や

多様な郷土樹種の侵入の助長等を目的として必要に応じて行うものとし、原

則として、隣接林分が主伐時又は間伐時に、択伐又は間伐により行うものと

する。

なお、択伐を行う場合は、原則として、現在蓄積の30％以内の伐採とする。

ただし、法令等により伐採率の上限がある場合にあっては当該制限の範囲内

とする。

イ 母樹林

原則として禁伐とする。ただし、火災、風水害その他の非常災害に際し緊急

に必要のある場合は、伐採することができる。

ウ 試験地

それぞれの試験計画に基づいて施業を行う。
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エ 各種検定林

設定の目的に応じた施業を行う。

オ 施業指標林

設定の目的に応じた施業を行う。

カ 遺伝子保存林

設定の目的に応じた施業を行う。

キ 分収林

それぞれの契約に基づいて、施業を行う。

４ 施設の整備

（１）必要に応じ、編柵工、階段工等の施設を整備する。
あみしがら

（２）路網の整備に当たっては、林道規程その他関係通知に基づくものとする。特

に土砂の流出・崩壊等により周辺域の水質に影響を及ぼさないよう留意しつ

つ、施業管理の計画的、効率的な実施を考慮した路線の選定、法面の保護等に

努める。

５ 保護・管理

（１）巡視に当たっては、森林の成長の衰退状況、下層植生の発達状況、土砂の崩

壊・流出の発生状況等の把握に努める。

（２）緑の回廊の取扱いについては、緑の回廊設定通知その他関係通知及びそれぞ

れの緑の回廊について定める回廊設定方針による。

第６ その他

１ 間伐の取扱い

間伐の時期及び間伐率はＲy（収量比数）を指標として定めることとし、Ｒyは林

分密度管理図及び林分密度管理表に定める適用区域のものによる。

ア 間伐の時期

(ｱ) 間伐開始の時期は、林分がうっ閉し、林木相互に競合が生じＲyがおおむね

0.65以上となった時点を目安とする。

(ｲ) 間伐の繰り返し時期は、間伐した林分のＲyがおおむね0.65以上に回復する

時期とし、５～10年を目安とする。

(ｳ) 最終の間伐時期は、主伐期におけるＲyがおおむね0.65以上に回復すると見

込まれる時期とし、主伐期のおおむね10年前とする。

イ 間伐率



- 26 -

(ｱ) 急激な林分の疎開を避けるため、一度に間伐できるＲyの下げ幅は0.20を限

度とする。ただし、間伐後のＲyの下限は0.55とする。

(ｲ) 間伐する材積は、現在蓄積の20～35％以下とする。

(ｳ) 保安林等法令により間伐の限度が定められている林分は、その限度内とする。

ウ 間伐木の選定

(ｱ) 間伐林分における林木の樹形級は、次のとおり区分する。

ａ 上層木は、林冠の上層を形成する林木で、次のとおり区分する。

良い木：周囲の木に比べ形質及び成長状態が良い木

並の木：形質及び成長状態に著しい欠点のない平均的な木

悪い木：被害木、あばれ木、二又木、曲がり木、片枝木、傾斜木等形質及

び成長が劣る木

ｂ 下層木は、樹冠が完全に被圧されている林木をいい、枯死木は含めない。

(ｲ) 間伐木の本数については、林分密度管理図及び林分密度管理表を用いて算出

したＲyの下げ幅に基づき、下表の本数間伐率の目安により決定する。

Ｒyの下げ幅と本数間伐率の目安（（本数間伐率－5）×0.005）

下 げ 幅 0.05 0.10 0.15 0.20

本数間伐率（％） 15 25 35 45

間伐木は、この本数間伐率におおむね一致するよう、次項の(ｳ)、(ｴ)に定める

方法により選木する。

(ｳ) 利用間伐の場合の選木

ａ 林木の個体差が少ない林分

林木の個体差が少なく、小型林内集材機器の導入が容易で、伐採・搬出コ

ストの低減が図られる林分については、列状選木と列間選木の組合せによる

間伐を実施できる。この場合、間伐する列は４列に１列（本数間伐率25％）、

５列に１列（同じく20％）等林分の育成状況等により選択し、その列の林木

は全て間伐木とする。列間においては、次項のｂに準じて選木する。

なお、努めて列間選木の割合を高めるよう留意する。

ｂ その他の林分

選木は、残存本数から求められる樹間距離を勘案しつつ、上層木を対象と

し、次のものの中から行う。（優先順位は同じ）

① 悪い木

② 並の木、良い木であって、最終の生産目標（生産目的、期待胸高直径、

期待本数）以外のものであり、かつ、利用径級に達した木。

(ｴ) 保育間伐の場合の選木
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選木は、残存本数から求められる樹間距離を勘案しつつ、原則として上層木

を対象として、次の順序で行う。

① 悪い木

② 並の木

③ 良い木

なお、保育間伐は、間伐木の販売が困難であって、下層植生がなく林床の土

壌流亡失が懸念される箇所、又は保育の見地から林分の健全性が著しく損なわ

れているか、損なわれるおそれのある林分を対象として行う。

エ スギ・ヒノキ以外の林木の取扱い

(ｱ) 間伐対象林分内に生育する広葉樹の取扱い

ａ 間伐対象林分内に点在して生育する広葉樹のうち、形質良好なケヤキ等の

有用広葉樹は努めて保残し、他の広葉樹は造林木の生育に支障とならない場

合に残存させる。

ｂ 間伐対象林分内の造林木のない箇所に群状に生育する広葉樹は残存させ

る。

(ｲ) ヒノキ育成単層林に生育する天然生アカマツの取扱い

ヒノキの樹高が現実林分収穫予想表２等地の下限に達していない場合には間

伐せずヒノキと共生させ、２等地中央値以下の場合にはおおむね150本／haを

保残する。

２ スギ、ヒノキ造林地に侵入した目的樹種以外の取扱い

スギ造林地 ヒノキ造林地

侵入樹種 アカマツ 広 葉 樹 ｱｶﾏﾂ(ｺｳﾔﾏｷ･ﾓﾐ･ﾂｶﾞ等)

植栽木の樹高成長が 植栽木の本数又は樹高成 植栽木の本数又は樹高を

長を収穫予想表３等地と 収穫予想表と比較して

①２等地の中央値以下 比較して

の場合 ①２等地の中央値を上回

・おおむね150本/haを ①１/２に達しない場合 る林分

保存する。 ・原則として共生させる。 ・形質良好なものは努め

て保残する。

②３等地の中央値に達 ②１/２以上であっても

しない場合 期待どおりの生育をして ②２等地の中央値以下の

・共生させる。 いない（地位級５未満） 林分

・有用広葉樹は原則とし ・おおむね150本/haを保

て保残する。 残する。



- 28 -

③期待どおりの生育をし ③２等地の下限に達しな

ている林分 い林分

・特に価値が高く形質 ・共生させる。

良好なケヤキ・ミズメ等

は保残する。 アカマツについては、ヒ

ノキ天然更新の期待でき

る林分については、林内

相対照度を天然更新に適

した状態に導くため、お

おむね150本/haを保残す

る。

３ 歴史的木造建造物の修復用材を供給するための森林における施業

１ 目的

国宝・重要文化財等の歴史的木造建造物を後世に守り伝えていくためには、定期

的な修復が必要であるが、修復用材である大径、長尺材、特殊樹種等の用材が不足

しており、文化財等の維持に困難をきたしている状況にある。また、これらの修復

用材であるヒノキ、ケヤキ、クスノキ、クリ等の大径長尺材については、現在その

ほとんどが天然林から供給されているが、将来的に天然林からの供給のみでは賄い

きれず、人工林からの供給も視野に入れる必要がある。このため、これら用材を備

蓄・供給する人工林及び天然林における施業は以下のとおりとする。

２ 対象森林

歴史的木造建造物の修復用材を供給するための森林は、当面、世界文化遺産貢献

の森林における文化財用材ゾーン内の高齢の人工林、古事の森及び文化財継承林と

する。

なお、当該森林に設定された箇所の施業方法については、以下のとおりとする。

３ 施業方法

(1) 目標とする立木

胸高直径が、ヒノキ60cm、ケヤキ70cm、クスノキ50cm、クリ50cm程度となるよ

う育成する。

(2) 伐採

主伐

皆伐、複層伐又は択伐によることとする。また、ヒノキの皆伐箇所については、

更に大径材を育成するため、将来的に良質の材が生産できると想定される立木に

ついては、５～10本／ha程度保残する。

なお、伐採はそれぞれの森林の機能維持に支障を来さない範囲で行う。また、
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生育している形質の良好な広葉樹（特に文化財の修復に使用されているケヤキ、

クスノキ、クリなど）のうち、目標とする胸高直径に達していないものは作業に

支障のない限り保残する。

(3) 更新

ア 皆伐及び複層伐箇所

植栽樹種及び植栽本数は次のとおりとする。植栽本数は、皆伐の場合、ヒノ

キは3,500～4,000本／ha、ケヤキ等の広葉樹は1,500～3,000本／haを標準とす

る。また、複層伐の場合、帯状伐採及び群状伐採箇所は上記の本数を標準とし、

単木伐採箇所は2,000本／haを標準とする。

イ 択伐箇所

ケヤキ等の天然更新を期待し、必要に応じて植込み、刈払い等の更新補助作

業を行う。

(4) 保育・間伐

ア 保育

保育作業については、原則として、育成単層林の場合は以下のとおり実施し、

育成複層林の場合は水源涵養タイプの複層林施業群に準ずることとするが、良
かん

質材を育成する観点から、植栽木の平均胸高直径が６～８cm程度の時期に枝打

ちを実施することとし、詳細については、「枝打実施要領の制定について（平

成３年１月23日付け２大造第72号）」による。

なお、ケヤキについても適宜枝打ちを実施する。また、生育している天然性

の広葉樹、特に文化財の修復に使用されている樹種のうち形質の良好なものに

ついてはできる限り保残する。

(ｱ) 下刈

下刈は、植栽木の生育状況、植生の状態及び気象条件等現地の実態に応じ

て適期に行う。

なお、下刈の終了時期は、植栽木の樹高が他の植生より抜き出て植栽木の

生育に支障がないと認められる時点とする。

(ｲ) つる切

つる切は、植栽木を含む目的樹種の生育に支障を及ぼすつる類の繁茂状況

等を考慮し、必要に応じて行う。

(ｳ) 除伐

除伐は、植栽木を含む目的樹種と他の樹種の樹冠が競合する時期に、投資

の効率性に配慮しながら、必要に応じて行う。

イ 間伐

林分のうっ閉状況、林木相互の競合状況等を勘案し、最終的な仕立て本数と

なるよう間伐を実施する。

なお、複層林とした場合は、上木の間伐に併せて下木の間伐も実施する。



第６次国有林野施業実施計画書



本計画は、国有林野管理経営規程（平成11年農林水産省訓令第２号）

に基づいて、「国有林の地域別の森林計画」（森林法第７条の２の規定に

基づいて作成するもの）及び「地域管理経営計画」（国有林野の管理経

営に関する法律第６条第１項の規定に基づいて作成するもの）に即して

定めるものです。
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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(6) 保育総量 ３

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３ 林道の整備に関する事項 ４

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４ 治山に関する事項 ４

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ 保護林及び緑の回廊の名称及び区域 ５

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(1) 保護林の名称及び区域 ５

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2) 緑の回廊の名称及び区域 ６

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥６ レクリエーションの森の名称及び区域 ７

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７ 公益的機能維持増進協定の名称及び区域 ９

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８ その他必要な事項 ９

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(1) 施業指標林、試験地等 ９

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2) フィールドの提供及び文化財保全への貢献 10

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3) 森林共同施業団地 10

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4) 文化財等の現況 10

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(5) その他 11
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１ 国有林野の区画の名称及び区域並びに機能類型及びエリア別の区域

国有林野の区画の名称及び区域並びに機能類型及びエリア別の具体的な配置は、別添１「国

有林野施業実施計画図」のとおりとします。（地域管理経営計画の１の(1)及び(2)）

２ 施業群の名称及び区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び

伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

(1) 伐採造林計画簿

地域管理経営計画に定める伐採及び更新について、箇所ごとの伐採方法及び伐採量並び

に更新方法及び更新量は、別添２「伐採造林計画簿」に示すとおりとします。（地域管理

経営計画の１の(4)のア及びイ）

(2) 水源涵養タイプにおける施業群別面積等
かん

水源涵養タイプの森林については、施業群に分けて施業方法を定めています。
かん

各施業群の詳細は次のとおりです。（地域管理経営計画の１の(2)のオ）

(単位：ha)

施 業 群 面 積 取 扱 い の 内 容 主伐の下限林齢

天 然 林 186.70 現在の林分状況の維持、健全性確保、 設定しない

針広混交林への誘導、択伐、天然更新 ※注4

複 層 林 － 非皆伐、上木と下木で構成される複層 120年

施 状態の森林の造成、複層伐、新植等 (60年)※注6

複 層 林 － 非皆伐、一定の範囲において林齢、樹 60年

業 （面 的） 種の異なる層で構成される複層状態の

森林の造成、複層伐、新植等

群 長 伐 期 182.58 大径針葉樹を主体とした森林、広葉樹 80年

を混交した森林の造成、皆伐、新植 (100年)※注6

分散伐区 － 異なる齢級の小面積林分をモザイク状 65年

に配置するよう造成、皆伐、新植

施業群設定外 75.02 別紙「管理経営の指針」による 設定しない※注5

合 計 444.30

注：１ 面積は林地面積です。

２ 下限林齢とは主伐ができる最低林齢です。

３ 具体的には、別紙「管理経営の指針」に基づいて取り扱います。

４ 天然林施業群については、林分の健全性の維持を目的に、衰退木・枯損木を対象に、択伐を行

うこととしているため下限林齢は設定しません。

５ 施業群設定外については、分収林、試験地等の特定の施業を設定することが適当でない林地で、

契約や設定目的に応じて取り扱いを行うため下限林齢は設定しません。

６ 複層林施業群の（ ）は更新伐の林齢、長伐期施業群の（ ）は、明治百年記念造林地の展示

林に適用します。
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(3) 水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積
かん

国有林野管理経営規程第５条第１項第３号に基づいて定める、水源涵養タイプの森林に
かん

おける主伐の上限伐採面積は次のとおりです。計画期間の主伐面積は、施業上類似の取り

扱いをすべき林分ごとにこの上限伐採面積を上回って計画することはできません。

（単位：ha)

施業群分類 上限伐採面積 備 考

複 層 林 施 業 － 複層林Ⅰ群、Ⅱ群、面的

長 伐 期 施 業 11 長伐期

通常伐期施業 － 分散伐区Ⅰ群、Ⅱ群

注：１ 上限伐採面積は計画期間５年分の合計面積です。

２ 備考欄は施業群の細分です。

Ⅰ群は過去の施業の取扱いにおいて枝打を計画した、又は実施した箇所です。

Ⅱ群はⅠ群以外の箇所です。

(4) 伐採総量

機能類型等別の伐採量は次のとおりです。（地域管理経営計画の１の(4)のイの(ｱ)）

なお、本表は、伐採造林計画簿で定める箇所ごとの伐採量を取りまとめたものです。

(単位：材積 ㎥、面積 ha)

林 地 林地
区 分 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨時伐採量 計 以外

(72.48)
山地災害防止タイプ 800 7,408 8,208

自 然 維 持 タ イ プ － － －

(33.11)
森林空間利用タイプ － 693 693

快適環境形成タイプ － － －

天 然 林 － － －

水 複 層 林 － － －
源

複層林（面的） － － －涵
かん

養 長 伐 期 － 4,324 4,324
タ

分 散 伐 区 － － －イ

プ 施業群設定外 － 762 762

(49.55)
小 計 － 5,086 5,086

(155.14)
合 計 800 13,187 13,987 8,000 21,987 － 21,987

(31.03)
年 平 均 160 2,637 2,797 1,600 4,397 － 4,397

注：「間伐」欄の( )は間伐面積です。
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（再掲）市町村別内訳

(単位：材積 ㎥、面積 ha)

林 地

区 分 林地 合 計
主 伐 間 伐 小 計

臨 時
計 以外

伐採量

(147.33)
小 松 市 － 12,534 12,534

(7.81)
白 山 市

800 653 1,453

(155.14)
合 計 800 13,187 13,987 8,000 21,987 － 21,987

注：１ 市町村の内訳には、臨時伐採量及び林地以外の土地に係る伐採量は含みません。

２ 「間伐」欄の( )は間伐面積です。

(5) 更新総量

機能類型等別の更新量は次のとおりです。（地域管理経営計画の１の(4)のイの(ｲ)）

なお、本表は伐採造林計画簿で定める更新箇所ごとの更新量を取りまとめたものです。

(単位：ha)

人工造林 天然更新
区 分 合 計

単 層 林 造 成 複 層 林 造 成 計 天然下種 ぼう芽 計

山地災害防止タイプ － － － 20.47 － 20.47 20.47

自 然 維 持 タ イ プ － － － － － － －

森林空間利用タイプ 0.80 － 0.80 － － － 0.80

快適環境形成タイプ － － － － － － －

水 源 涵 養 タ イ プ － － － － － － －
かん

合 計 0.80 － 0.80 20.47 － 20.47 21.27

注：「天然下種」欄には第１類及び第２類を含みます。

(6) 保育総量

機能類型等別の保育量は次のとおりです。（地域管理経営計画の１の(4)のイの(ｳ)）

（単位：ha)

保 育
区 分

下 刈 除 伐 枝 打

山地災害防止タイプ － － －

自 然 維 持 タ イ プ － － －

森林空間利用タイプ 2.98 9.65 －

快適環境形成タイプ － － －

水 源 涵 養 タ イ プ － － －
かん

合 計 2.98 9.65 －
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３ 林道の整備に関する事項

林道の改良の路線別の詳細は次のとおりです。（地域管理経営計画の１の(4)のイの(ｴ)）

(単位：ｍ)

基 幹 開設 箇 所
・ ・ 路 線 名 延 長 機能類型 備 考

管理別 改良 (国有林･林班)

管 理 改良 大目附（大杉谷） 釈迦ヶ岳 20 自然維持タイプ
林道 35

計
１路線

20（１箇所）

注：「基幹・管理別」欄の基幹は森林基幹道を、管理は森林管理道を指します。

４ 治山に関する事項

治山に関する事項として、次のとおり計画します。（地域管理経営計画の１の(5））

(単位：保全施設 箇所、保安林の整備 ha)

位 置（国有林・林班) 区 分 工 種 計 画 量 備 考

大 汝 24-Ⅰ 保全施設 渓 間 工 2

大 汝 24-Ⅰ、27-Ⅰ 山 腹 工 5
釈迦ヶ岳 35
山 伏 山 49

計 7

安 宅 林 70、71 保安林の整備 本数調整伐 28.80

安 宅 林 70 植 栽 工 0.80

計 29.60
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５ 保護林及び緑の回廊の名称及び区域

(1) 保護林の名称及び区域

保護林の箇所別の詳細は次のとおりです。（地域管理経営計画の２の(3)のア）
（単位：ha)

区 分 名 称 面 積 位置（国有林・林小班） 特 徴 等 備考

森林生態系 白山森林生態系 2,985.82 蛇谷 白山周辺に存在する
保 護 地 域 保護地域 16い、ろ 国有林の中で、この

（保存地区） 17全 地域を代表する原生
18い、は 的な天然林の保存
65全
大汝
26い2、ろ2、イ
27-Ⅰ全
27-Ⅱ全
66-Ⅱ全
66-Ⅳ全

白山森林生態系 4,063.42 蛇谷
保護地域 11ろ、イ3、ロ1、
（保全利用地区） ロ4

12全～15全
16は
18ろ
大汝
21は、イ1
22全
24-Ⅰ全～25全
26い1、ろ1
66-Ⅰ全
66-Ⅲ全
釈迦ヶ岳
67イ

計 １箇所 7,049.24

生 物 群 集 犀川源流生物群 1,793.53 犀川 自然環境がよく保存
保 護 林 集保護林 1001全～1006全 された森林におけ

1059全～1062全 る、生物の遺伝資源
1063ろ の保存

千丈平生物群集 856.88 千丈ケ峰 高標高地のブナを主
保護林 4全 体とした大群落の保

63全 存
蛇谷
5全
6全
64い～ロ

計 ２箇所 2,650.41

希少個体群 釈迦ヶ岳ブナ・ 29.81 釈迦ヶ岳 ブナ、ミズナラの天
保 護 林 ミズナラ遺伝資 35る1、る2 然分布を保護し、林

源希少個体群保 分の遺伝資源の保存
護林

嵐谷天然スギ希 10.58 嵐谷 天然スギ（白山スギ）
少個体群保護林 33ろ1、ろ2 の保護

計 ２箇所 40.39

合 計 ５箇所 9,740.04
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(2) 緑の回廊の名称及び区域

緑の回廊の箇所別の詳細は次のとおりです。（地域管理経営計画の２の(3)のイ）

（単位：延長 km、面積 ha)

名 称 延長 面 積 位置（国有林・林小班） 特 徴 等 備考

白山山系 63 18,012.18 三 方 山 1全 白山周辺に存在する
緑の回廊 ［70］ 2全 国有林の中で、原生

千丈ケ峰 3全 的な天然林及び「白
1007全～1012全 山森林生態系保護地

蛇 谷 7全～10全 域」等の保護林を連
11い1～い3、 結することにより、
は～イ2、 森林の連続性を確保
ロ2、ロ3、ハ し森林生態系の一層

64ハ の保護・保全を図り
1013全～1019全 野生動植物の相互交
1044全～1047全 流に資するなど生物

大 汝 19全、20全 多様性の観点から、
21い、ろ、イ2、 より広範囲で効果的
ロ な森林生態系の保全

23全 を目的として設定し
1020全～1029全 ています。

天 ノ 川 28全
嵐 谷 29全～32全

33い1、い2、ロ、
ハ

釈迦ヶ岳 34全
35い1～ぬ6、イ
36-Ⅰ全～39全
1030全
1052全

山 伏 山 40全～54-Ⅱ全
六 万 山 55全
犀 川 1040全～1043全

1055全～1058全
1063い、イ～ハ
1064全～1072全

合 計
63

18,012.18
［70］

注：［ ］の数値は、回廊全体の延長を表します。
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６ レクリエーションの森の名称及び区域

レクリエーションの森の箇所別の詳細は次のとおりです。（地域管理経営計画の４の(1)のイ）

(単位：ha)

位置（国有林・林小班） 既存施設の概要
種類 名 称 面 積 選 定 理 由 備考

及び施業方法 及び施設整備

自 加 賀 海 岸 自 429.84 浜山 クロマツを 既存施設の概要
然 然休養林（風 81い～ろ3、ほ、 主体とした ・遊歩道（国）
休 致 探 勝 ゾ ー と～ね 優れた景観 ・遊歩道、休憩
養 ン） 82に1～へ、 の中、整備 舎、園地、公
林 ※保健機能森 ち1～り、 された歩道 園、サイクリ

林に該当する る1、る2、 等を広く利 ングロード
森林 か～た 用されてい （石川県）

加賀海岸 ます。 ・史跡碑、戦没
83ろ、に、ほ、 者埋葬碑（橋
と1～ち1、 立町区長）
り、ぬ、
わ1～か2

84い～ろ2
85い
86い～ろ2
87い1～と
育成複層林へ導
く施業

浜山
81は1～に、へ
82い～は、と、
ぬ、わ

加賀海岸
83は、ち2、
ち3、る1、
る2、よ、た

84は
天然生林へ導く
施業

浜山
81イ、ロ
加賀海岸
83イ1、イ2
84イ
85イ
86イ1、イ2
87イ1、イ2
林地以外

計 １箇所 429.84

自 獅子吼手取自 30.65 猟師谷 ミズバショ 既存施設の概要
然 然観察教育林 1077へ1、へ2 ウの群落を ・遊歩道、桟橋
観 ※保健機能森 天然生林へ導く 中心に自然 （小松市）
察 林に該当する 施業 観察の場と
教 森林 して利用さ
育 猟師谷 れています。
林 1077ロ～ニ

林地以外

計 １箇所 30.65



加賀- 8 -

(単位：ha)

位置（国有林・林小班） 既存施設の概要
種類 名 称 面 積 選 定 理 由 備考

及び施業方法 及び施設整備

風 蛇谷風景林 605.01 蛇谷 白山白川郷 既存施設の概要
景 10い～へ ホワイトロ ・休憩舎、公園
林 11い1～い3、 ードの近景 園地（石川県）

は として、優 ・温泉、園地、
1045ろ れた景観を 歩道、給水施
1046い 有していま 設（白山市）
1047い～は す。 ・道路（石川県
天然生林へ導く 林業公社）
施業

蛇谷
10イ～チ
11イ1、イ2、
ロ2、ロ3、
ハ

1045イ2
1046ハ
1047イ～ハ2
林地以外

六万山風景林 141.63 六万山 白山の登山 既存施設の概要
55い1～い4 口の市ノ瀬 ・駐車場（国）
に1～に5、 周辺にあっ ・県道、登山道、
へ1、と1、 て、優れた 駐車場
と2 景観を示し （石川県）

育成複層林へ導 ています。
く施業
間伐：4.31ha

六万山
55ろ1～は、
ほ、へ2、
へ3、ち

天然生林へ導く
施業

六万山
55ロ1、ロ2、
ニ1～チ

林地以外

安宅林風景林 69.21 安宅林 名勝「安宅 既存施設の概要
69い～は2 の関」に隣 ・公園（小松市）
70い1～わ 接するとと ・平和塔（安宅
71い～は、 もに、市民 町内会）
ほ～よ3 の散策の場 ・神社社碑（安

育成複層林へ導 としても多 宅住吉神社）
く施業 くの人に親
間伐：28.80ha しまれてい

ます。
安宅林
69イ
70イ
71ニ
林地以外

計 ３箇所 815.85

合計 ５箇所 1,276.34

注：１ 「位置及び施業方法」欄は、主伐、間伐面積を記載しています。
２ 「既存施設の概要及び施設整備」欄については、「既存施設の概要」は整備された代表的な
施設の概要で（ ）は管理主体等、「施設整備」は、国が整備を行う施設整備の計画がある場
合に記載しています。
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７ 公益的機能維持増進協定の名称及び区域

本計画区においては、該当ありません。（地域管理経営計画の５の(2)）

８ その他必要な事項

(1) 施業指標林、試験地等

施業指標林、試験地等として設定している箇所は次のとおりです。

（単位：ha)

種 類 名 称 設定年 面 積 位置（国有林・林小班) 備 考

施業指標林 天 然 更 新 昭和62年 3.60 釈迦ヶ岳 39に 天然更新技術の

指 標 林 検討

展 示 林 明治 1 0 0 年 昭和43年 10.48 大日山 1085ち スギ、植栽密度、

記念造林地 施肥、植栽形式

別試験

森 林 施 業 森林空間利用 平成13年 57.11 六万山 55へ1内 平成26年度名称

モ デ ル 林 モ デ ル 林 変更

遺 伝 子 採 取 源 昭和40年 2.85 嵐谷 33ろ2 スギ

保 存 林

昭和40年 5.00 大汝 1022ろ ブナ

昭和56年 61.47 蛇谷 5ろ ブナ

昭和56年 5.29 蛇谷 5は ブナ

昭和56年 12.76 蛇谷 6ろ ブナ

昭和56年 7.73 嵐谷 33ろ1 スギ

昭和56年 27.16 蛇谷 64い ブナ

後 継 林 分 昭和44年 1.35 大日山 1083る スギ

母 樹 林 特別母樹林 昭和48年 10.58 嵐谷 33ろ1、ろ2 スギ（桑島杉）

検 定 林 次代検定林 昭和48年 0.48 大日山 1083へ内 スギ

（地域差検 地域差検定林25

定林） 号

次代検定林 令和２年 0.11 浜山 81た1 クロマツ

（育種集団 西近中局10号

林）
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(2) フィールドの提供及び文化財保全への貢献

フィールドの提供や文化財保全への貢献を目的として設定する対象地は次のとおりです。

対象地（国有林・林小班） 設定の目的 備 考

安宅林 69い～は2 ふれあいの森 設定面積：19.35ha

相 手 方：安宅住吉会

名 称：住吉の森

安宅林 69い～は2 遊 々 の 森 設定面積：19.35ha

相 手 方：小松市立安宅小学校

名 称：安宅勧進帳の森

(3) 森林共同施業団地

本計画区においては、該当ありません。（地域管理経営計画の１の(3)）

(4) 文化財等の現況

（単位：ha）

区 分
指定

名 称 面積
位 置

管理団体
備考

機関 (国有林・林小班) （所在）

天 然 国 手取川流域の珪化木 0.02 釈迦ヶ岳 白山市 白山市

記念物 産地 39ニ

小松市 横谷の湿地植生 1.14 猟 師 谷 小松市自然 小松市

1077ロ～ニ 保 護 協 会

白山市 大杉谷のハイトチ 0.05 釈迦ヶ岳 白山市 白山市

34ほ3内

市ノ瀬のコモチカツラ 0.04 山 伏 山 白山市 白山市

54-Ⅰろ内

無斑イワナ及び西俣 0.23 山 伏 山 白 峰 漁 業 白山市

谷源流生息イワナ 49に内(沢敷) 協 同 組 合

天然記念物 計 1.48

重要文化 国 加賀海岸地域の海岸 337.49 加賀海岸 加賀市 加賀市

的 景 観 砂防林と集落の文化 77全

的景観 83～87全
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(5) その他

レクリエーションの森以外の森林空間利用タイプの施業方法は次のとおりです。

(単位：ha)

位 置(国有林・林小班) 面 積 施業方法

嵐 谷 32ろ 176.92 育成複層林へ導く

33い1、い2 ための施業

青 柳 33は1、は2

嵐 谷 32い、は1～と 287.80 天然生林へ導くた

青 柳 33に1～ほ めの施業

釈迦ヶ岳 34と

安 宅 林 71に

青 柳 33イ1、イ2 32.88 林地以外

嵐 谷 33ロ、ハ

六 万 山 55イ、ハ

安 宅 林 71イ～ハ

蛇 谷 1045ハ

注：その他森林空間利用タイプに設定しているふれあいの森、施業指標林、試験地等を除く。
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白山山系緑の回廊設定方針 
 
１ 緑の回廊の位置及び区域 
 

(1)  設定の目的 
富山、岐阜、石川、福井の４県にまたがる白山山系は、庄川、手取川、九頭竜川、

長良川等の源流であり、中部地区の貴重な水源地域として我々の生活に重要な役割
を果たしているのみならず、原生的な天然林が広範囲で残存しており、全国でも西限
とされる植物が多く分布するなど貴重な自然環境を有する地域として位置づけられ
ている。 

この白山山系の脊梁部を中心に国有林約６万 ha が存在しており、近畿中国森林管
理局及び中部森林管理局では、その管理経営に当たり、国有林の有する公益的機能の
維持増進を図るため、これまで自然環境の維持、野生生物の保護、遺伝資源の保存等
を目的とした様々な保護林を設定するなど、優れた自然環境の保護・保全に努めてき
たところである。 

一方、世界的な動きとして平成５年に生物の多様性の保全とその持続的利用のた
めの「生物の多様性に関する条約」が発効され、我が国としても締結国の一員として
「生物多様性国家戦略 2012-2020」（平成 24 年策定）に基づき、積極的な取組が求
められている。 
 このような状況を踏まえ、両局では、森林生態系の保全、野生生物の保護、遺伝資
源の保存等を目的に設定している保護林の機能をこれまで以上に高度に発揮させる
ようそれぞれの地域における本来の生態系が有する多種多様な機能を支える自然の
連続性に着目し、野生生物の生息・生育地の広域的なつながりを確保することにより
個体群の交流を促し、種の保存、遺伝資源の保護などの取組を行うため、保護林を連
結する緑の回廊を新たに設定することとし、森林の連続性を確保し、森林生態系の一
層の保護・保全に資するものとする。 

 
(2)  位置及び区域の概定に当たっての考え方 

次の事項を踏まえて、位置及び区域を概定する。 
① 白山山系に位置する国有林に設定する。 
② 森林生態系として保護・保全することが相当と判断される規模、形状を有するもの
になるよう設定する。 

③ 保護林間を連続的に連結することを基本とするが、必要に応じて不連続な形状も
可能とする。 

④民有林との連携も考慮する。 
 

(3)  ルートの選定に当たっての考え方 
(2)により概定した位置及び区域に対し、次の事項を勘案して選定する。 

① 緑の回廊は、その多様な生物種の移動経路を確保することを目的とするため、林
相、地形等を考慮し、出来る限り連続して設定する。 

② 保護林と緑の回廊との接続部の森林は、極力、林相が同質なものとなるよう配慮す
る。 

③ 農林業、地場産業等への影響にも十分配慮する。 
④ 野生動物の移動や休息・採餌等に適した環境を有する箇所を出来るだけ含むよう
配慮する。 

⑤ 緑の回廊の設定に当たり、既存の権利関係等については次による。 
・貸地等に区分されている林小班については、既存の権利を優先させる。 

⑥ 緑の回廊周辺の民有林等管轄する国有林以外の箇所には、設定の趣旨及び影響等の
理解を求めて、緑の回廊への参加を積極的に働きかける。 

 
(4)  着目する野生生物種 

① 森林生態系を構成する多様な生物種全てを対象とし、生物多様性の維持を図る。 
② 特に着目する野生生物種については、別添「評価項目」のとおりとする。緑の回廊
設定後において後発的に実施する林地開発行為等が、緑の回廊の区域に掛かる場合
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にあっては、同評価項目のうち「環境影響評価手続等において確認すべきこと」に掲
げる事項等に留意する。 

 
 

(5)  緑の回廊の幅と長さ 
緑の回廊の幅は、森林生態系全体に着目するという点から、その森林の林相等を勘

案し、出来る限り広範囲に設定し、多様な生物種の移動経路を確保する。 
また、緑の回廊の設定後において後発的に実施する林地開発行為等が、緑の回廊の

区域に掛かる場合にあっては、野生生物の移動経路の分断を確実に避けるとともに、
生態系の連続性を維持するために必要な幅と長さ（規模、形状等）を確実に確保する。 

 
(6)  緑の回廊を設定する林小班 

別紙のとおり。 
 
２ 緑の回廊の維持・整備に関する事項 

緑の回廊については、野生生物の生息や移動にとって良好な状態になるよう森林のタ
イプに応じて次のとおり、維持、整備を適切に実施する。また、実施箇所の選定や時期
については、貴重な野生生物の生息などに影響が無いよう配慮する。 

 
(1)  伐採に関する事項 

① 天然林については、森林生態系を維持するため、適切な施業を実施する。 
② 人工林については、対象箇所の状況を考慮し、画一的に行わない。 

多様な樹種や複数の樹冠層からなる森林を目指す場合は、裸地化を抑制するため
部分的に実行し、単一の樹冠層からなる森林を目指す場合は、小面積、分散伐採によ
るモザイク的な林分配置、長伐期施業等を行う。 

また、下層植生の発達を促すため、間伐を積極的に行う。 
③ 営巣、採餌、隠れ場として重要な樹洞等がある巨木、古木を保残するとともに、倒
木、枯損木等についても巡視等の森林管理上、危険がないものは保残する。 

④ 餌場の確保など必要な場合には、小規模な伐採を行う。 
 

(2)  更新・保育に関する事項 
① 更新 

更新は、稚幼樹の発生状況などに留意して画一的に行わないようにし、必要に応じ
て採餌木の植栽を行うなど、それぞれの林分の状況に合わせた施業を行う。 

② 保育 
人工林の下刈や除伐は画一的に実施せず、侵入木や下層植生の保残育成に努める。 
また、野生動物の餌となるヤマブドウ、アケビ等については、植栽木の成長の支障

とならない範囲で保残に努める。 
 
３ 緑の回廊の管理に関する事項 
 

(1)  管理に関する事項 
① 巡視 

巡視に当たっては、特に野生生物の生息・生育状況及び環境の把握に努めるととも
に、一般の入林者等に対する普及啓発に努める。 

② 林地開発行為等への対応 
林地開発行為等については、緑の回廊の設定趣旨を踏まえ、原則として行わない。

ただし、公用、公共用など公益性の高いものについては、上記１の（４）「着目する
野生生物種」における内容を十分に考慮し、緑の回廊への影響度合いや野生生物の移
動経路の確保などを総合的に検討して、慎重に対応する。 

③ 動物との共生 
野生鳥獣被害に対しては、国民の理解の下に保護と被害防止の両立が図られるよ

う関係機関と連絡を密にする。 
④ 森林環境教育、体験学習等の場としての活用 

野生生物の生息・生育に悪影響を及ぼさない範囲で、国民への理解を深めるための
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取組や森林環境教育の場としての活用を実施する。 
また、緑の回廊について国民の理解を深めるため、野生生物の生息・生育に悪影響

を及ぼさないよう配慮しながら、普及啓発のための看板の設置等を行う。 
 
 
 

(2)  施設の整備に関する事項 
緑の回廊内及びその周辺において必要となる観察施設等の整備に当たっては、そ

の公益性について考慮し、野生生物の生息・生育環境に悪影響を及ぼすことのないよ
うに配慮する。 

また、治山施設に関しては、国土保全上必要不可欠であることを踏まえ、野生生物
の生息・生育環境に配慮しつつ実施する。 

 
４ 緑の回廊のモニタリングに関する事項 

緑の回廊の整備や管理等を適切に行うため、次によりモニタリングを実施する。 
 

(1)  実施体制 
モニタリングの実施に当たっては、全国的な手法の検討状況を踏まえて行うこと

とし、学術的知見を有する試験研究機関等の協力を得るとともに、必要に応じて自然
保護団体、地域住民等の協力を得る。 

 
(2)  情報提供の考え方 

モニタリングの結果、得られた知見に基づき、緑の回廊の整備や管理等を適切に行
うとともに、県、大学、研究機関等への情報提供にも努める。 

 
(3) その他 

林地開発行為等における工事の実施中及び供用開始後において、開発行為をした
者が行う事後調査の結果等を確認するとともに、長期的なモニタリングを継続して
実施する。 

 
５ その他留意事項 
 

(1)  整備・管理体制の充実 
野生生物に関する研修等を実施するとともに、関係行政機関、地方公共団体等との

連携を図り、緑の回廊の整備・管理体制の充実に努める。 
 

(2)  普及啓発 
国有林における緑の回廊から得られた知見については、民有林における森林生態

系に配慮した森林の取扱い等に活用できるよう、県、市町村等に対する情報提供を行
う。 

 
(3)  区域の変更等 

モニタリングの結果や公益上の理由により区域の変更等が必要になった場合は、
保護林管理委員会の意見を聴取し適切に行う。特に、林地開発行為等に対応するもの
として区域の変更等を行う場合にあっては、森林生態系の連続性を維持することに
ついて十分に配慮する。 

 
(4)  周辺民有林等との連携 

生態系全体の広域的な保護・保全を図る意味から、今後のモニタリングの結果等を
踏まえて、積極的に周辺民有林との連携を図る。 
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別紙 
  緑の回廊を設定する林小班 

 
県 

 
森 林 管 理 署 

 
林     小     班 

 
石 
川 
県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
石川森林管理署 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 三方山国有林 
 １,２ 
 千丈ヶ峰国有林 
 ３,１００７～１０１２ 
 蛇谷国有林 
 ７～１０,１１い 1～3,は～イ 2,ロ 2,ロ 3,ハ,６４ハ, 
 １０１３～１０１９,１０４４～１０４７ 
 大汝国有林 
 １９～２０,２１い,ろ,イ 2,ロ,２３,１０２０～１０２９ 
 天ノ川国有林 
 ２８ 
 嵐谷国有林 
 ２９～３２,３３い 1,い 2,ロ,ハ 
 釈迦ヶ岳国有林 
 ３４,３５い 1～ぬ 6,イ 
 ３６－Ⅰ～３９,１０３０,１０５２ 
 山伏山国有林 
 ４０～５４－Ⅱ 
 六万山国有林 
 ５５ 
 犀川国有林 
 １０４０～１０４３,１０５５～１０５８, 
 １０６３い,イ～ハ,１０６４～１０７２ 
 

 
 
県 

 
森 林 管 理 署 

 
林     小     班 

 
福 
井 
県 
 
 
 
 
 

 
福井森林管理署 
 
 
 
 
 
 
 

 
 経ヶ岳国有林 
 １００３ 
 赤兎山国有林 
 １００６～１０１０ 
 平泉寺国有林 
 １０４２い～に,イ,ロ 
 １０４３～１０４６ 
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県 

 
森 林 管 理 署 

 
林     小     班 

 
富
山
県 
 
 
 
 
 
 

 
富山森林管理署 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 桂国有林及び西赤尾国有林 
 ３０７～３１４ 
 小瀬国有林 
 ３１５,３１６ 
 小矢部国有林 
 ４０１～４１０ 
 

 
 
県 

 
森 林 管 理 署 

 
林      小     班 

 
岐
阜
県 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
飛騨森林管理署 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 野々俣国有林 
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白山山系緑の回廊位置図 



　　　　別添

１　猛禽類・哺乳類等の保護に関すること

猛禽類(留鳥型)の保護

イヌワシ ・　イヌワシは、崖地のある山地帯を繁殖地と
していることが多く、山間部の開発により影響
を受ける。
・　事業の影響を低減するためには「営巣中心
域」「高利用域」「採食地」を特定し、こうした場
所を中心に保全措置を検討する必要がある。

① 生息状況の情報収集
② 行動圏
③ 自然環境
④ 営巣場所
⑤ 繁殖状況
⑥ 社会環境
の情報

少なくとも繁殖
が成功した１
シーズンを含
む２営巣期

・　イヌワシ ・　衝突死をはじめとする生態への影響のリスクを限りなくゼロ
にするため、事業実施区域と営巣地を含む行動域との間に必
要かつ十分な距離を確保すること。また、イヌワシの幼鳥の狩
りの練習エリアは特に重要であるため、位置を特定して確実に
対応すること。
・　狩場は、夏季（展葉期）と冬季（落葉期）で異なることに留意
し、両方を特定して事業実施区域との間に必要かつ十分な距
離を確保すること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

クマタカ ・　クマタカは、山地の高木林に生息し、その
巣は急斜面の樹木に作られることが多い。
・　事業の影響を低減するためには「営巣中心
域」「高利用域」「採食地」を特定し、こうした場
所を中心に保全措置を検討する必要がある。

① 行動圏
② 自然環境
③ 営巣場所
④ 繁殖状況
⑤ 社会環境
の情報

少なくとも繁殖
が成功した１
シーズンを含
む２営巣期

・　クマタカ ・　衝突死をはじめとする生態への影響のリスクを限りなくゼロ
にするため、事業実施区域と営巣地を含む行動域との間に必
要かつ十分な距離を確保すること。
・　「止まり場所」と「森への出入りの位置」からの季節別利用場
所(位置、環境)の解析を行うことにより、行動圏を確実に特定
すること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

オオタカ ・　オオタカは、平地から丘陵地の森林を繁殖
地としていることが多い。事業の影響を回避・
低減するためには、「営巣中心域」や重要な採
食地を含む「高利用域」を特定し、こうした場所
を中心に保全措置を検討する必要がある。

① 営巣場所
② 繁殖状況
③ 行動圏の内部構造
④ 自然環境
⑤ 社会環境
の情報

少なくとも繁殖
が成功した１
シーズンを含
む２営巣期

・　オオタカ ・　衝突死をはじめとする生態への影響のリスクを限りなくゼロ
にするため、事業実施区域と営巣地を含む行動域との間に必
要かつ十分な距離を確保すること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

猛禽類(渡りをするもの)の保護

猛禽類（渡りを
するもの）

・　施設設置によるルートの阻害や迂回するこ
とによるエネルギー・ロスの問題および死亡率
の増加が考えられるため、適切な保全措置を
検討する必要がある。

・　種ごとの渡りルートの
情報
・　種ごとの渡りの中継
地における、餌場と休息
地等の情報
・　夜行性鳥類の渡り
ルート、生息情報

少なくとも繁殖
が成功した１
シーズンを含
む２営巣期

・　地域において希少とされている種
（例）
オジロワシ、オオワシ、ハチクマ、サシバ、
ノスリ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　衝突死をはじめとする生態への影響のリスクを限りなくゼロ
にするため、事業実施区域と営巣地を含む行動域との間に必
要かつ十分な距離を確保すること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

その他希少な渡り鳥の保護

水鳥類 ・　繁殖、越冬、中継のために日本へ渡来する
ことから、その餌場、休息地等について、適切
な保全措置を検討する必要がある。

・　餌場と休息地の移動
機能を維持するため、衝
突リスクを解析、予測・
評価し、必要に応じて影
響を回避・低減する保全
措置が取られていること
が確認できる情報

渡来する冬季
を最低２シー
ズン（対象種
による）

・　その地域において希少とされている種
（例）
マガン、ヒシクイ、オオヒシクイ、コハクチョ
ウ、オシドリ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　衝突死をはじめとする生態への影響のリスクを限りなくゼロ
にするため、渡りルート上の半島部や鞍部など尾根部を低高
度で集中的に通過する場所、集団の中継地、繁殖地、越冬地
その他高利用域の有無を確実に特定し、事業実施区域との間
に必要かつ十分な距離を確保すること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

その他 ・　繁殖、越冬、中継のために日本へ渡来する
ことから、その渡りルート等について適切な保
全措置を検討する必要がある。

・　渡りルート上で計画さ
れる場合、衝突リスクを
予測・評価し、その結果
に応じてリスクを回避・低
減させる保全措置が実
施されていることが確認
できる情報

渡りの中心と
なる春季・秋
季の年２回を
最低２シーズ
ン（地域によ
る）

・　その地域において希少とされている種
（例）
アカショウビン、ヨタカ、サンショウクイ、マ
ミジロ、ヤマシギ、コサメビタキ、コノハズ
ク類等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　衝突死をはじめとする生態への影響のリスクを限りなくゼロ
にするため、渡りルート上の半島部や鞍部など尾根部を低高
度で集中的に通過する場所、集団の中継地、繁殖地、越冬地
その他高利用域の有無を確実に特定し、事業実施区域との間
に必要かつ十分な距離を確保すること。
・　希少猛禽類の定点観察を実施する際に、小鳥類の観察も
並行して確実に実施すること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

その他希少な鳥類の保護

その他鳥類 ・　森林内の様々な場所を利用して生活してお
り、特に樹洞や立枯れ木で営巣・採餌する種
は原生的な植生の保護が必要となってくる。
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・　衝突リスクを解析、予
測・評価し、必要に応じ
て影響を回避・低減する
保全措置が取られてい
ることが確認できる情報
・　重要な種の分布、生
息の状況及び生息環境
の状況に関する情報

春季、夏季、
秋季及び冬季
の年４回を最
低２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
ライチョウ、ミサゴ、ツミ、オオルリ、ヤマセ
ミ、キツツキ類、フクロウ類、ブッポウソ
ウ、ヤマドリ類等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　衝突死をはじめとする生態への影響のリスクを限りなくゼロ
にするため、事業実施区域と営巣地を含む行動域との間に必
要かつ十分な距離を確保すること。
・　風車や道路、作業ヤード等の設置により生息地が消失又は
分断されることを確実に避けること。
・　営巣木・採餌木となる樹洞木や枯死木（立枯れ木など）の消
失を避けること。
・　希少猛禽類の定点観察を実施する際に、小鳥類の観察も
並行して確実に実施すること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

希少な哺乳類の保護

哺乳類（コウモ
リ以外）

・　地域により「絶滅のおそれのある地域個体
群」とされている種もあり、適切な保全措置を
検討する必要がある。

・　重要な種の分布、生
息の状況及び生息環境
の状況に関する情報

春季、夏季、
秋季及び冬季
の年４回を最
低２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
ツキノワグマ、ヤマネ、ニホンモモンガ、ム
ササビ、カワネズミ、ニホンカモシカ、アズ
ミトガリネズミ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　ねぐら（出産育雛冬眠場所）、採餌場所、移動経路（季節移
動含む）等の視点から十分な調査を実施し、位置を特定すると
ともに、事業実施区域と、ねぐらを含むこれら行動域との間に
必要かつ十分な距離を確保すること。
・　小型哺乳類の場合、行動域が狭いことを考慮し、風車、道
路、作業ヤード等の設置により生息地が消失又は分断される
ことを確実に避けること。
・　営巣木・採餌木となる樹洞木や枯死木（立枯れ木など）の消
失を避けること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

コウモリ類 ・　洞窟、樹洞、枯死木や生立木の樹皮下や
幹の割れ目、建造物等をねぐらとして利用す
る。
・　飛翔場所（林冠上空、林冠付近、林内等）
が種により異なり、適切な保全措置を検討す
る必要がある。

・　確認されたコウモリ類
に関して、ねぐら、繁殖
場所、採餌場所、スワー
ミング場所（交尾や情報
交換を目的とした集合場
所）、移動経路の情報
・　移動経路上やねぐら・
繁殖場所付近で計画せ
ざるを得ない場合、バッ
トストライク発生リスクを
予測・評価し、その結果
に応じリスクを回避・低
減させる保全措置が確
認できる情報

コウモリ類の
活動期である
春季～秋季を
含む期間で継
続的に調査

・　その地域において希少とされている種
（例）
キクガシラコウモリ、モモジロコウモリ、ユ
ビナガコウモリ、ニホンテングコウモリ、ヒ
ナコウモリ、ヤマコウモリ、クロホオヒゲコ
ウモリ、ニホンコテングコウモリ、ウサギコ
ウモリ、モリアブラコウモリ、カグヤコウモ
リホンドノレンコウモリ、クビワコウモリ、ヒ
ゲコウモリ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　ねぐら（出産育雛冬眠場所）、採餌場所、スワーミング場所、
移動経路（季節移動含む）等の視点から十分な調査を実施し、
位置を特定するとともに、衝突死のリスクを限りなくゼロにする
ため、ねぐらを含むこれらの行動域と事業実施区域との間に必
要かつ十分な距離を確保すること。
・営巣木となる樹洞木や枯死木（立枯れ木など）、生立木の消
失を避けること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

評 価 項 目

調査すべき具体種 具体種ごとに留意すべき事項

着目する生物グループ
（生態面からのタイプ分類）

当該生物種の生息地等に
共通する特徴

（調査・確認する背景）

環境影響評価手続等において確認すべきこと

大
分
類

中
分
類

小分類 調査すべき情報 調査期間



　　　　別添
評 価 項 目

調査すべき具体種 具体種ごとに留意すべき事項

着目する生物グループ
（生態面からのタイプ分類）

当該生物種の生息地等に
共通する特徴

（調査・確認する背景）

環境影響評価手続等において確認すべきこと

大
分
類

中
分
類

小分類 調査すべき情報 調査期間

２　マイクロハビタットの保全に関すること

希少な爬虫類・両生類の保護

サンショウウオ
類

・　産卵や幼体の生息環境は池沼や水溜り
等、成体（繁殖期以外）は林床に生息してい
る。
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・　確認されたサンショウ
ウオ類に関して繁殖地と
なる池沼や水溜り、渓流
河川等に関する情報。生
息地となる林床に関する
情報

繁殖期を含む
春季、夏季、
秋季、冬季の
２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
オオサンショウウオ、ヒダサンショウウオ、
ハコネサンショウウオ、クロサンショウウオ
等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　池、渓流、水たまり等の水辺の繁殖地の消失を確実に避け
ること。
・　沢等の水の流れの分断や流路の変更、流水の汚濁を確実
に避けること。
・　暗渠で水を流す場合には、上下流口から小動物が移動でき
るよう配慮すること。
・　標高等により産卵時期が異なる場合や、産卵期が短い場合
があることに十分留意し、調査適期を確実に把握すること。
・　山地性のサンショウウオが生息する沢の水質に影響を及ぼ
す範囲（土砂の流入を含む）及び生息する沢の上流部の改変
を避けること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

イモリ類 ・　池、湿地等の止水域に多いが、林道の側溝
や、大きな河川脇の水溜りなどでも見かけるこ
とがある。
・　基本的に、流れのある河川には生息しな
い。繁殖期は春から初夏にかけて、卵を中の
水草や枯葉に産卵する。
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・　確認されたイモリ類に
関して一般的な繁殖地と
なる池沼や水溜り、渓流
河川等に関する情報

繁殖期を含む
春季、夏季、
秋季、冬季の
２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
アカハライモリ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　池、渓流、水たまり等の水辺の繁殖地の消失を確実に避け
ること。
・　沢等の水の流れの分断や流路の変更、流水の汚濁を確実
に避けること。
・　暗渠で水を流す場合には、上下流口から小動物が移動でき
るよう配慮すること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

ヘビ・トカゲ類 ・　種にもよるが水辺、草地、森林など比較的
広い範囲に生息している。
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・　確認されたヘビ・トカ
ゲ類に関して特に広葉
樹林や水辺における生
息状況に関する情報

春季、夏季、
秋季、冬季の
年４回を最低
２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
タカチホヘビ、シロマダラ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　発電施設等の設置により生息地が消失又は分断されること
を確実に避けること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

カエル類 ・　幼体の生息環境は池沼や水溜り等、成体
は林床や樹木に生息している。
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・　確認されたカエル類
に関して一般的な繁殖
地となる池沼や水溜り、
渓流河川等に関する情
報

繁殖期を含む
春季、夏季、
秋季、冬季の
２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
ナガレタゴガエル、モリアオガエル等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　池、渓流、水たまり等の水辺の繁殖地の消失を確実に避け
ること。
・　沢等の水の流れの分断や流路の変更、流水の汚濁を確実
に避けること。
・　暗渠で水を流す場合には、上下流口から小動物が移動でき
るよう配慮すること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

希少な水生生物の保護

水生生物（魚
類、水生昆虫
類、底生生物、
淡水貝類、そ
の他両生爬虫
類等）

・　事業地周辺の渓流及び湿地等に生息して
いる可能性があり、適切な保全措置を検討す
る必要がある。

・　地熱発電施設から排
出されるガス、冷却水が
付近の生物相に大きな
影響を与えるおそれがあ
ることから、周囲の水環
境に与える影響に関す
る情報

春季、夏季、
秋季及び冬季
の年４回を最
低２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
イワナ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　池、渓流、水たまり等の水辺の繁殖地の消失を確実に避け
ること。
・　沢等の水の流れの分断や流路の変更、流水の汚濁を確実
に避けること。
・　暗渠で水を流す場合には、上下流口から小動物が移動でき
るよう配慮すること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

希少な陸産貝類の保護

陸産貝類 ・　移動能力が極めて低く、環境変化の影響を
受けやすい側面を持つ。各地域での種分化が
起こりやすい。
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・　確認された陸産貝類
に関して林内における生
息状況に関する情報

夏季、秋季の
年２回を最低
２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
トノサマギセル、コガネマイマイ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　発電施設、作業道、資材ヤード等の設置により生息地が消
失又は分断されることを確実に避けること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

希少な昆虫類の保護

チョウ類 ・　成虫は、年１～３回発生し、幼虫期には種
ごとに特定の植物を食草とすることが多い。
・　生息地は、森林、採草地、農地、河川堤
防、山地草原等と種により様々である。
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・希少チョウ類の生息・
繁殖環境となっている草
地・森林等（地域ごとに
その群落構成種は異な
る）の情報

早春季（４月
中旬）、春季
（５月下旬）、
夏季、秋季の
年４回を最低
２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
ウスイロヒョウモンモドキ、クロシジミ、ベ
ニヒカゲ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　メタ個体群（ネットワーク化された生息地によってつながった
集団）を形成する複数の生息地を特定し、事業実施区域との
間に必要かつ十分な距離を確保すること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

アリ類 ・　森林に隣接した草原を好む。晩春～初秋の
暖かい時期に活動する。
・　種により営巣場所は多岐にわたり、営巣場
所の選好性が比較的明確である。
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

確認された希少アリ類に
関して、
・　生息環境の情報
・　食性に関する情報
・　営巣に関する情報

活動期を含む
早春季（４月
中旬）、 春季
（５月下旬）、
夏季、秋季の
年４回を最低
２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
ツノアカヤマアリ、エゾヤマアカアリ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　発電施設、作業道、資材ヤード等の設置により生息地が消
失又は分断されることを確実に避けること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　営巣木となる樹洞木や枯死木（立枯れ木など）の消失を避
けること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。



　　　　別添
評 価 項 目

調査すべき具体種 具体種ごとに留意すべき事項

着目する生物グループ
（生態面からのタイプ分類）

当該生物種の生息地等に
共通する特徴

（調査・確認する背景）

環境影響評価手続等において確認すべきこと

大
分
類

中
分
類

小分類 調査すべき情報 調査期間

コウチュウ類 ・　変態は卵 - 幼虫 - 蛹 - 成虫という完全変
態を行う。幼虫には翅はなく、成虫とは食物が
違うものも多い。
・　種により食性も多様で、虫食、腐肉食、糞
食、葉食、樹木食、樹液食、菌食、蜜食などが
ある。
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

確認された希少コウチュ
ウ類に関して、
・　幼虫の生息環境の情
報
・　食性に関する情報
・　成虫の生息環境の情
報

成虫が出現す
る時期を含む
早春季（４月
中旬）、春季
（５月下旬）、
夏季、秋季の
年４回を最低
２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
オオチャイロハナムグリ、ヒゲブトハナカミ
キリ、ルリクワガタ類等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　発電施設、作業道、資材ヤード等の設置により生息地が消
失又は分断されることを確実に避けること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　営巣木となる樹洞木や枯死木（立枯れ木など）の消失を避
けること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

トンボ類 ・　産卵は挺水植物や浮葉植物あるいは沈水
植物の水面直下の生体組織内に行われ、幼
虫は 水中に生息し、小型の水生昆虫等を捕
食する。
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

確認された希少トンボ類
に関して、幼虫の一般的
な繁殖地となる池沼や水
溜り、渓流河川等に関す
る情報

早春季（４月
中旬）、春季
（５月下旬）、
夏季、秋季の
年４回を最低
２シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
ムカシトンボ、カオジロトンボ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　発電施設、作業道、資材ヤード等の設置により生息地が消
失又は分断されることを確実に避けること。
・　池、渓流、水たまり等の水辺の繁殖地の消失を確実に避け
ること。
・　沢等の水の流れの分断や流路の変更を確実に避けること。
・　暗渠で水を流す場合には、上下流口から小動物が移動でき
るよう配慮すること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

その他昆虫類 ・　多様な環境に生息し地域を特徴づける希少
野生生物である場合があり、適切な保全措置
を検討する必要がある。

確認されたその他昆虫
類に関して、
・　生息環境の情報
・　食性に関する情報
・　営巣に関する情報

活動期・成長
期を含む早春
季（４月中
旬）、春季（５
月下旬）、夏
季、秋季の年
４回を最低２
シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
アカエゾゼミ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　発電施設、作業道、資材ヤード等の設置により生息地が消
失又は分断されることを確実に避けること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

希少なその他無脊椎動物類

その他無脊椎
動物類

・　多様な環境に生息し地域を特徴づける希少
野生生物である場合があり、適切な保全措置
を検討する必要がある。

確認されたその他無脊
椎動物類に関して、
・　生息環境の情報
・　食性に関する情報
・　営巣に関する情報

活動期・成長
期を含む早春
季（４月中
旬）、春季（５
月下旬）、夏
季、秋季の年
４回を最低２
シーズン

・　その地域において希少とされている種
（例）
ヤマスベザトウムシ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少とされている種
・　地域において注目されている種

・　発電施設、作業道、資材ヤード等の設置により生息地が消
失又は分断されることを確実に避けること。
・　事業実施区域とマイクロハビタットとの間に適切な緩衝帯を
確保すること。
・　営巣木・採餌木となる樹洞木や枯死木（立枯れ木など）の消
失を避けること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

３　希少ないしは重要な植物群落の保護に関すること

・　希少ないしは重要な植物種
・　希少種の生息（生育）環境（マイクロハビ
タット）を構成している植物種
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・　種子植物その他主な
植物に関する植物相の
状況に関する情報
・　重要な種の分布、生
育の状況及び生育環境
（マイクロハビタット）の状
況に関する情報

・　少なくとも
生育状況及び
生育環境（マ
イクロハビタッ
ト）が把握でき
る１年間。
・　種の同定に
は開花・結実
期が適するた
め、文献等で
生育が想定さ
れた対象種に
よっては、開
花期が短いな
ど季節性が強
い場合がある
ことも留意し、
調査時期を設
定することが
必要。

※　高木性樹種・低木性樹種・草本類・シ
ダ植物・蘚苔類・地衣類・キノコ類それぞ
れのグループについて検討すること
・　その地域において希少ないしは重要と
されている種・個体群の生息地
（例）
スギラン、ホテイシダ、ヤシャビシャク、ヒ
メシャガ、着生ラン類、エビネ類、アサダ、
オオシラビソ、シラカンバ、ヤチダモ、ハイ
マツ、ハクサンサイコ、ハクサンイチゲ、ハ
クサンコザクラ、ハクサンチドリ、ハクサン
スゲ、ホテイアツモリソウ、キバナノアツモ
リソウ等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少ないしは重要とされて
いる種
・　地域において注目されている種・個体
（名木、巨樹、古木など）

・　発電施設、作業道、資材ヤード等の設置により個体群の生
息環境（マイクロハビタット）が消失又は分断されることを確実
に避けること。
・　事業実施区域と個体群の生息環境（マイクロハビタット）との
間に適切な緩衝帯を確保すること。
・　遺伝的かく乱及び国内外外来種対策のため、緑化は現地
発生表土や郷土種のみを使用し外来種の侵入を確実に防ぎ、
侵入した場合は伐採・抜き取りを実施すること。
・　事業実施区域内のシカ等による希少種等の食害を防止する
予防的措置を講じること。
・　希少な着生植物のホスト樹木の消失を避けること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

・　地域の自然度の高い天然生林を特徴付け
る群落
・　希少ないしは重要な植物群落
・　希少種の生息（生育）環境を構成している
植物群落
・　地域を特徴づける希少野生生物である場
合があり、適切な保全措置を検討する必要が
ある。

・　少なくとも
生育状況及び
生育環境が把
握できる１年
間。

・　発電施設、作業道、資材ヤード等の設置により群落が消失
又は分断されることを確実に避けること。
・　事業実施区域と群落との間に適切な緩衝帯を確保するこ
と。
・　遺伝的かく乱及び国内外外来種対策のため、緑化は現地
発生表土や郷土種のみを使用し外来種の侵入を確実に防ぎ、
侵入した場合は伐採・抜き取りを実施すること。
・　事業実施区域内のシカ等による希少種等の食害を防止する
予防的措置を講じること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。
・　事業地周辺の森林を構成する主な樹種の期待平均樹⾼と、

最下垂時の送電線の⾼さとの間に、十分な離隔距離をとるこ
と。
・　事業地周辺の森林を構成する主な樹種の期待平均樹⾼と、
風車のブレードの最下点との間に、十分な離隔距離をとるこ
と

・　尾根部等の風衝地で強風の影響から植生
全体を保護している特別な植物の個体や個体
群。それを伐開してしまうと、そこから連鎖的に
枯れ上がりや枯死・倒木が進み、森林全体が
消失するため、確実に保護する必要がある。
また、根系で斜面崩落を防いでいる個体につ
いても同様である。これら、種自体の希少性は
低いが、保全上、特別な地位にある個体につ
いては、適切な保全措置を講じなければなら
ない。

・　事業実施区域が風衝
地であるか否かの情報
・　当該風衝地に生育す
る植生を強い風の影響
から守っている特別な植
物の個体の有無
・その他、斜面の崩落を
抑制するなどの特別な
個体が存在するか否か
の情報

・　少なくとも
生育状況及び
生育環境が把
握できる１年
間。

・　当該風衝地等に生育する植生を強い
風の影響から守っている特別な植物の個
体
・　その他、斜面の崩落を抑制するなど
の、その場所において特別な役割を果た
している個体等

・　事業実施区域が尾根部に掛かる場合は、その場所に生育
する植生全体を強い風の影響から守っている特別な植物の個
体を特定し、保護すること。

植物種の保護

植物群落の保護

※特定の植物群落
をマイクロハビタット
として利用する希少
な動物種の保護に
ついては、「２　マイ
クロハビタットの保
全に関すること」の
評価項目により確
認

・　種子植物その他主な
植物に関する植生の状
況に関する情報
・　重要な群落の分布、
生育の状況及び生育環
境の状況に関する情報
・　自然環境保全基礎調
査の植生図で、植生自
然度８以上とされる森林
の情報
・　自然環境保全基礎調
査における特定植物群
落に関する情報
・　旧保護林に関する地
域の情報
・　地域のレッドデータ
ブックに掲載されている
植物群落に関する情報
・　植生と希少動物種の
関係性に関する情報（樹
洞を利用する野鳥や昆
虫等の種に関する情報
など）
・　植生と希少植物種の
関係性に関する情報（自
然度の高い森林に依存
する着生植物の情報な
ど）

・　地域の自然度の高い植物群落
（例）※亜高山帯以上の植物群落の記載
を割愛しているので留意すること。
チシマザサ－ブナ群団(オオバクロモジ-
ブナ群集、ブナ-ヒメコマツ林等の下位集
団を含む。)、ジュウモンジシダ－サワグル
ミ群集、アカミノイヌツゲ－クロベ群集、
チャボガヤ－イヌブナ群集 、チャボガヤ
－ケヤキ群集 、ヒノキ群落（自然林）、ヒメ
ヤシャブシ－タニウツギ群落、ヤマハンノ
キ群落、イヌシデ－アカシデ群落、ブナ－
ミズナラ、ミドリユキザサ－ダケカンバ群
団、ウラジロヨウラク－ミヤマナラ群団、オ
オバヤナギードロノキ群集、オオシラビソ
群集等
※自然度の髙い二次林については自然
林に準じて対象にすること。
・　その地域において希少ないしは重要と
されている群落
（例）
白山山系の亜高山帯・高山帯植物群、白
山蛇谷のクロベ－ヒメコマツ林、白山大杉
谷のブナ林、取立山のミズバショウ湿原、
福井県大野市赤鬼山の風衝低木林等
・　現地調査により新たに発見されたその
地域において希少ないしは重要とされて
いる群落
・地域において注目されている群落

特別な個体の保護



　　　　別添
評 価 項 目

調査すべき具体種 具体種ごとに留意すべき事項

着目する生物グループ
（生態面からのタイプ分類）

当該生物種の生息地等に
共通する特徴

（調査・確認する背景）

環境影響評価手続等において確認すべきこと

大
分
類

中
分
類

小分類 調査すべき情報 調査期間

４　緑の回廊の連続性の維持に関すること

・　生活史、生息・生育環
境条件等に関する特性
・　生息・生育している位
置、個体数及び繁殖等
の現況
・　生息・生育していると
推定される行動圏又は
生育分布地
・　行動圏又は生育分布
地内における他の動植
物との関係
・　推定される餌等の種
類とその分布面積及び
それらの関係

・　動物：春
季、夏季、秋
季及び冬季の
年４回（最低２
シーズン）
・　植物：春
季、夏季及び
秋季の年３回
（最低２シーズ
ン）

・　上位性注目種
※各回廊ごとに、対象地域における生態
系内での様々な食物連鎖に留意し、環境
のスケールに応じて、事業ごとに対象とな
る生態系にふさわしい種を選定すること
・　典型性注目種
※各回廊ごとに、環境の階層的構造にも
着目し、事業ごとに対象となる生態系に
ふさわしい種・群集を選定すること
・　特殊性注目種
※各回廊ごとに、特殊で占有面積が比較
的小規模で周囲にはみられない環境に着
目し、事業ごとに対象となる生態系にふさ
わしい種・群集を選定すること

生態系の保護 （上位性注目種）
・　環境のつながりや比較的広い環境を代表
し、栄養段階の上位に位置する、大型でかつ
個体数の少ない肉食動物または草食でも天敵
が存在しないと考えられる種
・　小規模な環境における栄養段階の上位に
位置する種
これらの生息場所が破壊されるとその存在に
重大な影響を及ぼす可能性があり、適切な保
全措置を検討する必要がある。
（典型性注目種）
・　生物群集の多様性、生態遷移を特徴づけ
る種・群集又は生物間の相互作用や生態系の
機能に重要な役割を果たすような種・群集（植
物では現存量や専有面積の大きい種、動物で
は個体数が多い種等）で、これらの生息場所
が破壊されるとその存在に重大な影響を及ぼ
す可能性があり、適切な保全措置を検討する
必要がある。
（特殊性注目種）
・　小規模な湿地、雲霧林、洞窟、噴気口の周
辺、石灰岩地域など特殊な環境を特徴づける
種・群集
・　比較的小規模で周囲にはみられない環境
を特徴づける種・群集
これらの生息場所が破壊されるとその存在に
重大な影響を及ぼす可能性があり、適切な保
全措置を検討する必要がある。

・　生態系の連続性を維持するために必要な回廊の幅（規模、
形状）を確実に確保すること。
・　地球温暖化の影響から、地域の動植物種が退避する移動
経路（避難経路を含む）となる自然環境の連続性と、連続性を
維持するために必要な回廊の幅を確実に確保すること。
・　構造物（管理用道路、送電線等） や工事に伴う伐採区域が
回廊を横断しないこと。
・　構造物(擁壁、側溝等)による動植物の移動経路の分断を確
実に避けること。
・　ロードキル防止の措置をとること。
・　環境保全措置のうち、保全効果の検証や継続的な管理を要
する措置については、事後モニタリングを実施し、モニタリング
結果に基づいて順応的管理を行うこと。

※準備書のうち、「生態系」の項目や、個々の「動物」や「植
物」の項目において、上記の内容を確認
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（単位：本数 本，材積・成長量 ｍ３，成長率 ％）

副林木累計 総 収 穫 量 成 長 量 林
成長率

本 数 材 積 本 数 材 積 連 年 平均Ａ 平均Ｂ 齢

0 15 1.5 1.5 10
7.2 29.0

1 51 3.4 3.3 15
13.0 19.6

6 116 5.8 5.5 20
14.0 11.9

23 186 7.4 6.5 25
13.2 8.0

46 252 8.4 6.9 30
12.0 5.8

66 312 8.9 7.0 35
10.2 4.1

84 363 9.1 7.0 40
9.2 3.3

100 409 9.1 6.9 45
8.2 2.7

115 450 9.0 6.7 50
7.2 2.1

128 486 8.8 6.5 55
5.8 1.6

138 515 8.6 6.3 60

0 6 0.6 0.6 10
3.4 30.8

0 23 1.5 1.5 15
8.0 23.0

1 63 3.2 3.1 20
9.6 13.2

7 111 4.4 4.2 25
10.6 9.8

22 164 5.5 4.7 30
9.4 6.5

36 211 6.6 5.0 35
8.6 4.9

50 254 6.4 5.1 40
7.8 3.8

64 293 6.5 5.1 45
6.6 2.9

76 326 6.5 5.0 50
5.4 2.2

86 353 6.4 4.9 55
4.6 1.7

95 376 6.3 4.7 60

0 10

0 5 0.3 1.0 15
3.6 35.7

0 23 1.2 1.2 20
5.2 16.9

1 49 2.0 1.9 25
7.0 12.2

4 84 2.8 2.7 30
7.2 8.5

12 120 3.4 3.1 35
6.6 6.0

22 153 3.8 3.3 40
6.2 4.7

32 184 4.1 3.4 45
5.6 3.6

41 212 4.2 3.4 50
4.6 2.7

49 235 4.3 3.4 55
4.0 2.1

56 255 4.3 3.3 60
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地方別 近 畿 樹種 ヒノキ

地 林 主 林 木 副 林 木 計
Ｄ Ｈ

位 齢 (cm) (m) 本 数 材 積 本 数 材 積 本 数 材 積

10 4.3 3.4 2,950 9 50 0 3,000 9

15 7.8 5.6 2,830 44 120 2 2,950 46

１ 20 10.4 7.5 2,560 92 270 8 2,830 100

25 12.6 9.3 2,130 138 430 21 2,560 159

30 14.5 11.0 1,750 180 380 30 2,130 210

等 35 16.3 12.6 1,480 220 270 32 1,750 252

40 18.0 14.1 1,285 254 195 31 1,480 285

45 19.6 15.4 1,130 280 155 30 1,285 310

地 50 20.7 16.7 1,010 301 120 29 1,130 330

55 21.7 17.7 920 320 90 26 1,010 346

60 22.6 18.7 920 361

10 3.3 2.7 2,980 4 20 0 3,000 4

15 6.2 4.5 2,910 24 70 0 2,980 24

２ 20 8.5 6.0 2,770 55 140 2 2,910 57

25 10.4 7.4 2,450 87 320 9 2,770 96

30 12.2 8.8 2,020 117 430 19 2,450 136

等 35 13.8 10.1 1,720 150 300 20 2,020 170

40 15.1 11.3 1,505 178 215 20 1,720 198

45 16.4 12.4 1,340 199 165 20 1,505 219

地 50 17.6 13.4 1,210 216 130 19 1,340 235

55 18.3 14.2 1,120 232 90 16 1,210 248

60 19.5 15.0 1,120 260

10 2.4 2.1 3,000 2 0 0 3,000 2

15 4.4 3.4 2,980 9 20 0 3,000 9

３ 20 6.2 4.5 2,920 24 60 0 2,980 24

25 8.0 5.6 2,805 45 115 1 2,920 46

30 9.5 6.6 2,620 69 185 4 2,805 73

等 35 10.8 7.6 2,290 90 330 10 2,620 100

40 12.1 8.5 1,955 109 335 15 2,290 124

45 13.2 9.3 1,720 129 235 14 1,955 143

地 50 14.0 10.0 1,540 144 180 13 1,720 157

55 14.9 10.7 1,390 156 150 11 1,540 167

60 15.6 11.3 1,390 176
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副林木累計 総 収 穫 量 成 長 量 林
成長率

本 数 材 積 本 数 材 積 連 年 平均Ａ 平均Ｂ 齢

0 9 0.9 0.9 10
7.4 38.6

0 46 3.1 3.1 15
11.2 17.8

2 102 5.1 5.0 20
13.4 11.6

10 169 6.8 6.4 25
14.4 8.8

31 241 8.0 7.0 30
14.4 7.0

61 313 8.9 7.2 35
13.0 5.3

93 378 9.5 7.1 40
11.2 4.1

124 434 9.6 6.9 45
10.0 3.3

154 484 9.7 6.6 50
9.0 2.8

183 529 9.6 6.3 55
8.2 2.4

209 570 9.5 6.0 60

0 4 0.4 0.4 10
4.0 43.1

0 24 1.6 1.6 15
6.6 18.9

0 57 2.9 2.9 20
8.2 11.8

2 98 3.9 3.8 25
9.8 9.4

11 147 4.9 4.5 30
10.6 7.8

30 200 5.7 4.9 35
9.6 5.7

50 248 6.2 5.0 40
8.2 4.2

70 289 6.4 4.9 45
7.2 3.4

90 325 6.5 4.7 50
6.4 2.8

109 357 6.5 4.5 55
5.6 2.3

125 385 6.4 4.3 60

0 2 0.2 0.2 10
1.4 35.1

0 9 0.6 0.6 15
3.0 21.7

0 24 1.2 1.2 20
4.4 13.9

0 46 1.8 1.8 25
5.6 10.2

1 74 2.5 2.4 30
6.2 7.7

5 105 3.0 2.9 35
6.9 6.6

15 139 3.5 3.1 40
6.7 5.6

30 173 3.8 3.2 45
5.6 4.0

44 201 4.0 3.1 50
4.6 3.0

57 224 4.1 3.0 55
4.0 2.4

68 244 4.1 2.9 60
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地方別 近 畿 樹種 アカマツ

地 林 主 林 木 副 林 木 計
Ｄ Ｈ

位 齢 (cm) (m) 本 数 材 積 本 数 材 積 本 数 材 積

10 4.0 4.3 3,160 22 220 0 3,380 22

15 6.6 6.8 2,400 49 760 7 3,160 56

１ 20 9.6 9.4 1,750 92 650 16 2,400 108

25 12.5 11.8 1,280 129 470 22 1,750 151

30 15.4 13.9 940 158 340 26 1,280 184

等 35 17.9 15.7 750 183 190 23 940 206

40 20.3 17.3 640 204 110 18 750 222

45 22.2 18.6 550 217 90 18 640 235

地 50 24.1 19.8 504 231 46 11 550 242

55 25.4 20.7 466 241 38 11 504 252

60 26.3 21.4 466 259

10 3.0 3.4 4,020 12 200 0 4,220 12

15 5.3 5.4 3,043 30 977 5 4,020 35

２ 20 7.8 7.5 2,177 59 866 11 3,043 70

25 10.2 9.5 1,592 88 585 15 2,177 103

30 12.6 11.3 1,185 110 407 18 1,592 128

等 35 14.9 12.9 940 128 245 16 1,185 144

40 17.0 14.2 764 142 176 16 940 158

45 19.0 15.4 670 157 94 11 764 168

地 50 20.5 16.3 600 168 70 10 670 178

55 21.9 17.1 557 179 43 7 600 186

60 22.7 17.6 557 194

10 2.0 2.4 5,200 3 115 0 5,315 3

15 3.9 4.1 3,883 17 1,317 2 5,200 19

３ 20 5.8 5.8 2,630 33 1,253 7 3,883 40

25 7.9 7.4 1,826 51 804 10 2,630 61

30 10.1 8.9 1,420 69 406 11 1,826 80

等 35 12.0 10.1 1,175 85 245 10 1,420 95

40 13.7 11.2 967 98 208 10 1,175 108

45 15.3 12.1 815 108 152 10 967 118

地 50 17.0 12.9 722 116 93 8 815 124

55 18.2 13.5 656 123 66 7 722 130

60 19.2 13.9 656 135
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副林木累計 総 収 穫 量 成 長 量 林
成長率

本 数 材 積 本 数 材 積 連 年 平均Ａ 平均Ｂ 齢

0 22 2.2 2.2 10
6.8 20.6

0 56 3.7 3.7 15
11.8 17.1

7 115 5.8 5.4 20
11.8 10.4

23 174 7.0 6.0 25
11.0 7.4

45 229 7.6 6.1 30
9.6 5.5

71 277 7.9 5.9 35
7.8 3.9

94 316 7.9 5.6 40
6.2 2.9

112 347 7.7 5.2 45
5.0 2.2

130 372 7.4 4.8 50
4.2 1.8

141 393 7.1 4.6 55
3.6 1.5

152 411 6.9 4.3 60

0 12 1.2 1.2 10
4.6 23.9

0 35 2.3 2.3 15
8.0 18.5

5 75 3.8 3.5 20
8.8 11.8

16 119 4.8 4.1 25
8.0 7.8

31 159 5.3 4.3 30
6.8 5.5

49 193 5.5 4.1 35
6.0 4.3

65 223 5.6 4.0 40
5.2 3.4

81 249 5.5 3.7 45
4.2 2.5

92 270 5.4 3.6 50
3.6 2.1

102 288 5.2 3.4 55
3.0 1.6

109 303 5.1 3.2 60

0 3 0.3 0.3 10
3.2 44.7

0 19 1.3 1.3 15
4.6 18.7

2 42 2.1 2.0 20
5.6 13.1

9 70 2.8 2.4 25
5.8 9.4

19 99 3.3 2.7 30
5.2 6.6

30 125 3.6 2.7 35
4.6 4.9

40 148 3.7 2.7 40
4.0 3.8

50 168 3.7 2.6 45
3.2 2.8

60 184 3.7 2.5 50
2.8 2.3

68 198 3.6 2.4 55
2.4 1.9

75 210 3.5 2.3 60
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スギ 大径材収穫予想表（管内共通）

林 主 林 木 副 林 木 計
Ｄ Ｈ

齢 (cm) (m) 本 数 材 積 本 数 材 積 本 数 材 積

10 4.6 4.9 2,726 15.9 424 2.1 3,150 18.0

15 9.5 7.9 2,213 74.2 513 10.3 2.726 84.5

20 13.8 10.5 1,660 149.3 553 27.7 2,213 177.0

25 17.5 12.8 1,321 225.0 339 30.5 1,660 255.5

30 20.7 14.8 1,068 278.6 253 32.9 1,321 311.5

35 23.5 16.5 890 322.5 178 32.0 1,068 354.5

40 26.0 18.1 767 360.0 123 29.5 890 389.5

45 28.2 19.5 676 390.3 91 28.2 767 418.5

50 30.2 20.7 606 417.6 70 25.9 676 443.5

55 32.0 21.8 549 439.9 57 25.1 606 465.0

60 33.7 22.8 502 460.0 47 24.0 549 484.0

65 35.3 23.8 466 480.1 36 20.9 502 501.0

70 36.7 24.6 435 496.5 31 19.5 466 516.0

75 38.0 25.4 410 511.2 25 18.3 435 529.5

80 39.2 26.1 389 524.5 21 17.0 410 541.5

85 40.3 26.8 371 536.6 18 16.2 389 552.5

90 41.3 27.4 356 547.6 15 14.9 371 562.5

95 42.2 27.9 343 557.3 13 14.2 356 571.5

100 43.0 28.4 331 565.6 12 13.9 343 579.5

105 43.8 28.8 321 574.4 10 12.6 331 587.0

110 44.5 29.2 313 583.1 8 10.9 321 594.0

115 45.1 29.6 306 590.2 7 10.3 313 600.5

120 45.6 29.9 300 597.5 6 9.5 306 607.0

125 46.1 30.2 295 604.5 5 8.5 300 613.0

130 46.5 30.4 291 611.7 4 7.3 295 619.0

135 46.9 30.6 288 618.6 3 5.9 291 624.5

140 47.3 30.8 286 625.8 2 4.2 288 630.0

145 47.7 31.0 285 633.3 1 2.2 286 635.5

150 48.1 31.2 285 640.5
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副林木累計 総 収 穫 量 成 長 量 林
成長率

本 数 材 積 本 数 材 積 連 年 平均Ａ 平均Ｂ 齢

18.0 1.8 1.8 10
13.7 39.7

2.1 86.6 5.8 5.6 15
20.6 19.0

12.4 189.4 9.5 8.9 20
21.2 11.3

40.1 295.6 11.8 10.2 25
17.3 6.7

70.6 382.1 12.7 10.4 30
15.2 4.9

103.5 458.0 13.1 10.1 35
13.4 3.9

135.5 525.0 13.1 9.7 40
11.6 3.1

165.0 583.5 13.0 9.3 45
10.6 2.6

193.2 636.7 12.7 8.9 50
9.5 2.2

219.1 684.1 12.4 8.5 55
8.8 1.9

244.2 728.2 12.1 8.1 60
8.2 1.7

268.2 769.2 11.8 7.7 65
7.2 1.5

289.1 805.1 11.5 7.4 70
6.6 1.3

308.6 838.1 11.2 7.1 75
6.1 1.2

326.9 868.4 10.9 6.8 80
5.6 1.0

343.9 896.4 10.5 6.5 85
5.2 1.0

360.1 922.6 10.3 6.3 90
4.8 0.9

375.0 946.5 10.0 6.0 95
4.4 0.9

389.2 968.7 9.7 5.8 100
4.3 0.8

403.1 990.1 9.4 5.6 105
3.9 0.7

415.7 1,009.7 9.2 5.4 110
3.5 0.6

426.6 1,027.1 8.9 5.2 115
3.4 0.6

436.9 1,043.9 8.7 5.1 120
3.1 0.5

446.4 1,059.4 8.5 4.9 125
2.9 0.5

454.9 1,073.9 8.3 4.8 130
2.6 0.4

462.2 1,086.7 8.0 4.6 135
2.3 0.4

468.1 1,098.1 7.8 4.5 140
1.8 0.3

472.3 1,107.8 7.6 4.4 145
1.4 0.2

474.5 1,115.0 7.4 4.3 150
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ヒノキ 大径材収穫予想表（管内共通）

林 主 林 木 副 林 木 計
Ｄ Ｈ

齢 (cm) (m) 本 数 材 積 本 数 材 積 本 数 材 積

10 4.5 3.6 2,823 9.7 167 0.4 2,990 10.1

15 7.3 5.9 2,428 36.1 395 4.1 2,823 40.2

20 10.3 8.3 1,942 81.2 486 13.9 2,428 95.1

25 13.0 10.4 1,598 129.8 344 19.3 1,942 149.1

30 15.3 12.2 1,355 177.5 243 22.0 1,598 199.5

35 17.4 13.7 1,179 219.6 176 22.9 1,355 242.5

40 19.3 15.0 1,035 253.4 144 24.7 1,179 278.1

45 20.9 16.1 923 282.5 112 24.3 1,035 306.8

50 22.5 17.1 831 305.5 92 22.9 923 328.4

55 24.0 18.0 753 325.8 78 22.7 831 348.5

60 25.5 18.8 687 344.2 66 20.1 753 364.3

65 26.9 19.5 628 361.7 59 18.1 687 379.8

70 28.2 20.1 575 377.5 53 17.5 628 395.0

75 29.4 20.7 533 392.5 42 16.3 575 408.8

80 30.5 21.3 497 406.0 36 14.5 533 420.5

85 31.6 21.8 468 418.3 29 13.0 497 431.3

90 32.6 22.3 442 428.8 26 12.1 468 440.9

95 33.5 22.8 420 438.3 22 11.7 442 450.0

100 34.4 23.3 401 447.5 19 10.0 420 457.5

105 35.2 23.7 384 455.9 17 9.1 401 465.0

110 36.0 24.0 369 463.4 15 8.8 384 472.2

115 36.7 24.2 356 470.9 12 8.1 369 479.0

120 37.3 24.6 346 477.7 10 7.9 356 485.6

125 37.9 24.8 339 484.0 7 7.5 346 491.5

130 38.4 25.0 334 490.0 5 6.3 339 496.3

135 38.9 25.2 330 495.2 4 5.5 334 500.7

140 39.3 25.3 327 500.0 3 4.5 330 504.5

145 39.6 25.4 325 504.0 2 3.5 327 507.5

150 39.8 25.6 325 510.0
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副林木累計 総 収 穫 量 成 長 量 林
成長率

本 数 材 積 本 数 材 積 連 年 平均Ａ 平均Ｂ 齢

10.1 1.0 1.0 10
6.1 32.9

0.4 40.6 2.7 2.7 15
11.8 21.4

4.5 99.6 5.0 4.8 20
13.6 12.9

18.4 167.5 6.7 6.0 25
13.1 9.0

37.7 237.2 7.9 6.7 30
13.0 6.4

59.7 302.2 8.6 6.9 35
11.7 4.8

82.6 360.7 9.0 7.0 40
10.7 3.9

107.3 414.1 9.2 6.8 45
9.5 3.1

131.6 460.0 9.2 6.6 50
8.6 2.7

154.5 503.0 9.1 6.3 55
7.7 2.1

177.2 541.5 9.0 6.1 60
7.1 2.0

197.3 577.1 8.9 5.8 65
6.7 1.8

215.4 610.4 8.7 5.6 70
6.3 1.6

232.9 641.7 8.6 5.5 75
5.6 1.4

249.2 669.7 8.4 5.3 80
5.1 1.2

263.7 695.0 8.2 5.1 85
4.5 1.1

276.7 717.6 8.0 4.9 90
4.2 1.0

288.8 738.8 7.8 4.7 95
3.8 0.9

300.5 758.0 7.6 4.6 100
3.5 0.8

310.5 775.5 7.4 4.4 105
3.3 0.7

319.6 791.8 7.2 4.3 110
3.1 0.7

328.4 807.4 7.0 4.2 115
2.9 0.6

336.5 822.1 6.9 4.0 120
2.8 0.6

344.4 835.9 6.7 3.9 125
2.5 0.5

351.9 848.2 6.5 3.8 130
2.1 0.4

358.2 858.9 6.4 3.7 135
1.9 0.4

363.7 868.2 6.2 3.6 140
1.5 0.3

368.2 875.7 6.0 3.5 145
1.2 0.2

371.7 881.7 5.9 3.4 150



- 11 -

マツ 大径材収穫予想表（管内共通）

林 主 林 木 副 林 木 計
Ｄ Ｈ

齢 (cm) (m) 本 数 材 積 本 数 材 積 本 数 材 積

10 2.9 3.2 3,182 6.0 318 0.3 3,500 6.3

15 5.3 5.8 2,692 24.8 490 2.2 3,182 27.0

20 8.1 8.3 1,895 57.0 797 11.1 2,692 68.1

25 11.5 10.5 1,393 97.4 502 16.3 1,895 113.7

30 13.9 12.5 1,071 137.0 322 19.6 1,393 156.6

35 16.5 14.3 862 169.4 209 19.8 1,071 189.2

40 18.9 15.8 721 196.3 141 19.0 862 215.3

45 21.0 17.0 627 220.8 94 16.3 721 237.1

50 22.8 18.0 561 241.5 66 14.3 627 255.8

55 24.4 18.9 515 260.2 46 12.1 561 272.3

60 25.8 19.7 482 277.0 33 10.0 515 287.0

65 27.0 20.3 457 291.7 25 8.7 482 300.4

70 28.0 20.8 437 304.8 20 8.0 457 312.8

75 28.9 21.3 422 317.0 15 6.6 437 324.2

80 29.7 21.8 410 329.0 12 5.7 422 334.7

85 20.4 22.2 400 339.3 10 5.1 410 344.4

90 31.0 22.6 392 349.0 8 4.4 400 353.4

95 31.6 22.9 385 357.8 7 4.1 392 361.9

100 32.1 23.2 379 366.3 6 3.7 385 370.0

105 32.6 23.5 374 374.4 5 3.2 379 377.6

110 33.0 23.7 370 382.1 4 2.8 374 384.9

115 33.4 23.9 366 389.0 4 2.8 370 391.8

120 33.7 24.1 362 395.5 4 2.8 366 398.3

125 34.0 24.3 359 402.0 3 2.5 362 404.5

130 34.2 24.4 356 408.2 3 2.3 359 410.5

135 34.4 24.5 354 414.4 2 1.6 356 416.0

140 34.6 24.6 352 419.9 2 1.6 354 421.5

145 34.7 24.7 350 425.2 2 1.6 352 426.8

150 34.8 24.8 350 431.8
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副林木累計 総 収 穫 量 成 長 量 林
成長率

本 数 材 積 本 数 材 積 連 年 平均Ａ 平均Ｂ 齢

6.3 0.6 0.6 10
4.2 35.1

0.3 27.3 1.8 1.8 15
8.7 22.4

2.5 70.6 3.5 3.4 20
11.3 14.8

13.6 127.3 5.1 4.5 25
11.8 10.0

29.9 186.5 6.2 5.2 30
10.4 6.7

49.5 238.7 6.8 5.4 35
9.2 4.9

69.3 284.6 7.1 5.4 40
8.2 3.9

88.3 325.4 7.2 5.3 45
7.0 3.0

104.6 360.4 7.2 5.1 50
6.2 2.4

118.9 391.2 7.1 5.0 55
5.4 2.0

131.0 418.0 7.0 4.8 60
4.7 1.6

141.0 441.4 6.8 4.6 65
4.2 1.4

149.7 462.5 6.6 4.5 70
3.9 1.3

157.7 481.9 6.4 4.3 75
3.4 1.1

164.3 499.0 6.2 4.2 80
3.1 0.9

170.0 514.4 6.1 4.1 85
2.8 0.8

175.1 528.5 5.9 3.9 90
2.6 0.7

179.5 541.4 5.7 3.8 95
2.4 0.7

183.6 553.6 5.5 3.7 100
2.3 0.6

187.3 564.9 5.4 3.6 105
2.1 0.6

190.5 575.4 5.2 3.5 110
1.9 0.5

193.3 585.1 5.1 3.4 115
1.9 0.5

196.1 594.4 5.0 3.3 120
1.8 0.5

198.9 603.4 4.8 3.2 125
1.7 0.4

201.4 611.9 4.7 3.2 130
1.6 0.4

203.7 619.7 4.6 3.1 135
1.4 0.3

205.3 626.8 4.5 3.0 140
1.4 0.3

206.9 633.7 4.4 2.9 145
1.3 0.3

208.5 640.3 4.3 2.9 150
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広葉樹大径材収穫予想表（管内共通）

１ 等 地 ２ 等 地 ３ 等 地
林

材 連 年 平 均 成 材 連 年 平 均 成 材 連年 平 均 成

齢 長 長 長

積 成長量 成長量 率 積 成長率 成長量 率 積 成長率 成長量 率

10 8 0.8 3 0.3
2.6 21.3 2.0 34.1

5 21 1.4 13 0.9 5 0.3
2.6 10.1 2.0 11.8 1.6 21.1

20 34 1.7 23 1.2 13 0.7
2.8 7.0 2.2 8.1 1.6 10.1

5 48 1.9 34 1.4 21 0.8
3.0 5.3 2.4 6.0 1.6 6.7

30 63 2.1 46 1.5 29 1.0
2.8 4.1 2.2 4.6 1.8 5.2

5 77 2.2 57 1.6 38 1.1
2.6 3.2 2.2 3.5 1.6 4.0

40 90 2.3 68 1.7 46 1.2
2.4 2.5 2.0 2.6 1.6 3.3

5 102 2.3 78 1.7 54 1.2
2.2 2.1 1.8 2.3 1.4 2.5

50 113 2.3 87 1.7 61 1.2
2.0 1.7 1.6 1.9 1.4 2.2

5 123 2.2 95 1.7 68 1.2
1.8 1.4 1.4 1.5 1.2 1.7

60 132 2.2 102 1.7 74 1.2
1.6 1.2 1.4 1.3 1.0 1.5

5 140 2.2 108 1.7 80 1.2
1.4 1.0 1.2 1.1 1.0 1.2

70 147 2.1 115 1.6 84 1.2
1.0 0.7 1.0 0.9 0.8 0.9

5 152 2.0 120 1.6 88 1.2
0.8 0.5 0.8 0.7 0.6 0.7

80 156 2.0 124 1.6 91 1.1
0.6 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5

5 159 1.9 127 1.5 93 1.1
0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4

90 162 1.8 130 1.4 95 1.1
0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2

5 164 1.7 132 1.4 96 1.0
0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

100 166 1.7 133 1.3 97 1.0
0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

5 168 1.6 134 1.3 98 0.9
0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

110 170 1.5 135 1.2 99 0.9
0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

5 171 1.5 136 1.2 100 0.9
0.2 0.1 0.2 0.2

120 172 1.4 137 1.1 100 0.8
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地方別 山陰以外共通 樹種 広葉樹

１ 等 地 ２ 等 地 ３ 等 地

林

材 連 年 平 均 成 材 連 年 平 均 成 材 連年 平 均 成

齢 長 長 長

積 成長量 成長量 率 積 成長率 成長量 率 積 成長率 成長量 率

10 8 0.8 3 0.3

2.6 21.3 2.0 34.1

5 21 1.4 13 0.9 5 0.3

2.6 10.1 2.0 11.8 1.6 21.1

20 34 1.7 23 1.2 13 0.7

2.8 7.0 2.2 8.1 1.6 10.1

5 48 1.9 34 1.4 21 0.8

3.0 5.3 2.4 6.0 1.6 6.7

30 63 2.1 46 1.5 29 1.0

2.8 4.1 2.2 4.6 1.8 5.2

5 77 2.2 57 1.6 38 1.1

2.6 3.2 2.2 3.5 1.6 4.0

40 90 2.3 68 1.7 46 1.2

2.4 2.5 2.0 2.6 1.6 3.3

5 102 2.3 78 1.7 54 1.2

2.2 2.1 1.8 2.3 1.4 2.5

50 113 2.3 87 1.7 61 1.2

2.0 1.7 1.6 1.9 1.4 2.2

5 123 2.2 95 1.7 68 1.2

1.8 1.4 1.4 1.5 1.2 1.7

60 132 2.2 102 1.7 74 1.2

1.6 1.2 1.4 1.3 1.0 1.5

5 140 2.2 108 1.7 80 1.2

1.4 1.0 1.2 1.1 1.0 1.2

70 147 2.1 115 1.6 84 1.2

1.0 0.7 1.0 0.9 0.8 0.9

5 152 2.0 120 1.6 88 1.2

0.8 0.5 0.8 0.7 0.6 0.7

80 156 2.0 124 1.6 91 1.1

0.6 0.4 0.6 0.5 0.4 0.5

5 159 1.9 127 1.5 93 1.1

0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4

90 162 1.8 130 1.4 95 1.1

0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2

5 164 1.7 132 1.4 96 1.0

0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

100 166 1.7 133 1.3 97 1.0
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